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令和６年議案第１号 

 

   江南市手数料条例の一部改正について 

 

 江南市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものとする。 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）の一部改正に伴い、戸

籍に関する電子証明書提供用識別符号の発行に係る手数料の額を定める等のため、改

正する必要があるからであります。 

- 3 -



   江南市手数料条例の一部を改正する条例（案） 

 

 江南市手数料条例（昭和３９年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表１総務関係の表戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製

された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付の項中

「磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を

証明した書面」を「戸籍証明書」に改め、同表戸籍記載事項証明書交付の項の次に次の

１項を加える。 

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行（電子

情報処理組織を使用する方法（総務省令で定

めるものに限る。）で請求及び発行を行う場

合並びに同一事項の戸籍の謄本若しくは抄

本又は戸籍証明書と同時に請求する場合を

除く。） 

符号１件 ４００円  

 別表１総務関係の表除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをも

って調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書

面の交付の項中「磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事

項の全部若しくは一部を証明した書面」を「除籍証明書」に改め、同表除籍記載事項証

明書交付の項の次に次の１項を加える。 

除籍電子証明書提供用識別符号の発行（電子

情報処理組織を使用する方法（総務省令で定

めるものに限る。）で請求及び発行を行う場

合並びに同一事項の除籍の謄本若しくは抄

本又は除籍証明書と同時に請求する場合を

除く。） 

符号１件 ７００円  

 別表１総務関係の表戸籍の届出、申請の受理又は届書その他書類の記載事項の証明

書交付の項中「証明書交付」の次に「（電子化された届書等情報の内容の証明書交付を

含む。）」を加え、同表戸籍の届書その他書類の閲覧の項中「閲覧」の次に「（電子化

された届書等情報の内容を表示したものの閲覧を含む。）」を加える。 

 

   附 則 
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 この条例は、令和６年３月１日から施行する。 
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（参 考） 

   江南市手数料条例の一部を改正する条例（案）の新旧対照表 

新 

(区分及び金額) 

第3条 手数料の区分及び金額は、別表のとおりとする。 

別表（第3条関係） 

 1 総務関係 

区分 単位 金額 備考 

所得等に関する証明の項～住民基本台帳の閲覧の項   （略） 

戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸

籍証明書の交付 

 

 

   （略） 

戸籍記載事項証明書交付の項   （略） 

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行

(電子情報処理組織を使用する方法(総

務省令で定めるものに限る。)で請求及

び発行を行う場合並びに同一事項の戸

籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書

と同時に請求する場合を除く。) 

符号1件 400円  

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交

付又は除籍証明書の交付 

 

 

 

   （略） 

除籍記載事項証明書交付の項   （略） 

除籍電子証明書提供用識別符号の発行

(電子情報処理組織を使用する方法(総

務省令で定めるものに限る。)で請求及

び発行を行う場合並びに同一事項の除

籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書

符号1件 700円  
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新 

と同時に請求する場合を除く。) 

戸籍の届出、申請の受理又は届書その

他書類の記載事項の証明書交付(電子

化された届書等情報の内容の証明書交

付を含む。) 

   （略） 

戸籍の届書その他書類の閲覧(電子化

された届書等情報の内容を表示したも

のの閲覧を含む。) 

   （略） 

臨時運行許可の項   （略） 
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旧 

(区分及び金額) 

第3条 手数料の区分及び金額は、別表のとおりとする。 

別表（第3条関係） 

 1 総務関係 

区分 単位 金額 備考 

所得等に関する証明の項～住民基本台帳の閲覧の項   （略） 

戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁

気ディスクをもって調製された戸籍に

記録されている事項の全部若しくは一

部を証明した書面の交付 

   （略） 

戸籍記載事項証明書交付の項   （略） 

 

 

 

 

 

 

   

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交

付又は磁気ディスクをもって調製され

た除かれた戸籍に記録されている事項

の全部若しくは一部を証明した書面の

交付 

   （略） 

除籍記載事項証明書交付の項   （略） 
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旧 

 

戸籍の届出、申請の受理又は届書その

他書類の記載事項の証明書交付 

 

 

   （略） 

戸籍の届書その他書類の閲覧 

 

 

   （略） 

臨時運行許可の項   （略） 
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令和６年議案第２号  

令和５年度江南市一般会計補正予算（第８号） 

 令和５年度江南市の一般会計の補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 237,114千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 34,088,671千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入 

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 既定の繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

令和６年２月２２日提出  

江南市長  澤田 和延 
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出

20,927 842 3

予

,321,769

算

4 国 庫 交 付

補

金 628,530 78

正

8,836 1,417

歳

,366

　

16 県 支 出

入

金 2,429,342 1,007 2,430,349

2 県 補 助 金 807,741 1,007 808,748

19 繰 入 金 2,924,972 △553,571 2,

款

371,401

項

1 基 金 繰 入 金

補

2,924,972 △

正

553,571 2,3

第

前

71,401

の
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額
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補
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4,088,671
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円
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千
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円
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費 6,016,653

円

4,986 6,021,639

3 生 活 保 護 費 1,913,922 217,860 2,131,782

4

表

災 害 救 助 費 13,875 9,039 22,9
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5

5 労 働 費 130

国
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庫

32,321

支
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出

,726 1,595 1

金

32,321

4

9 消 防
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1 消 防 費 1,253
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8

歳　　出　　

8

合　　計 33,851

7

,557 237,11

8

4 34,088,67

歳

9

1

,678 5,169

入

,666

歳

1 国 庫 負 担 金 3,3
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第２表 繰越明許費補正 

 ［単位：千円］ 

款 項 事 業   名 金  額 

３ 民 生 費 ３ 生 活保護費 

物 価 高 騰 対 応 重 点 支 援 給 付 金 支 給 事 業 146,556 

物価高騰対応重点支援給付金支給事業（拡大分） 151,720 

５ 労 働 費 １ 労 働 費 す い と ぴ あ 江 南 維 持 運 営 事 業 1,595 
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,988 789,678 5,169,666

款

16 県 支

補

出 金 2,429,34

正

2 1,007 2,43

前

0,349

の

19 繰 入 金 2,92

予

4,972 △553,

算

571 2,371,4

額

01

歳

補

入 合 計 33,851,

正

557 237,114

予

34,088,671

算 額 計

千円 千円 千円

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

１　総括
（歳  入）

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

１　総括
（歳  入）

15 国 庫 支 出 金 4,379

15,881,369 231,885 16,113,254

5 労 働 費 130,726 1,595 132,321

9 消 防 費

（歳 

1,253,428 3,634 1,257,062

歳 出 合 計 33,851,557 237,114 34,088,671

 出

款 補正前の予算額 補

）

正予算額 計

千円 千円 千円

3 民 生 費
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789,843 △557,958

1,595

842 2,79

補

2

正 予 算 額 の

79

財

0,685 △553,

源

571

内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円
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２ 

額

671

１５款  国庫支出金１５款  国庫支出金 １６款  県支出金１５款  国庫支出金 １６款  県支出金 １９款  繰入金

15 国庫支出金 4,379,988 789,678 5,169,666

1 国庫負担金 3

 

,320,927 842 3,321,769

3 消防費国庫負

科

担金 959 842 1,

 

801

  

歳

   目 補

4 国庫交付金 62

 

8,530 788,8

 

36 1,417,36

正

6

  

 

前

1 民生費交付

 

金 532,201 78

 

8,836 1,321

の

,037

補     

 

  

16 県支出

 

金 2,429,342

 

1,007 2,430

 

,349

正

計

2 県補助金 807,741 1,007 808,74

 

8

2 民生費県補助金 703,964 1,007 704,971

 

19 繰入金 2,924,972 △553,571 2,371,

款

401

項 目 予

1 基金繰

入

 

入金 2,924,97

 

2 △553,571 2

 

,371,401

 算  

1 基金繰入金 2,9

 

24,972 △553

 

,571 2,371,

額

401

予    算  

計 33,8

 

51,557 237,

 

114 34,088,
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区　　　分 金　　　額

［単位：千円］　　

1消 防 費 842  [消防署] 
負 担 金 緊急消防援助隊活動費負担金

3生 活 保 護 費 788,836  [福祉課] 
交 付 金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

節

説 　　　　　　　

2児 童 福 祉 費 1,0

　

07  [保険年金課]

　

 

　

補 助 金 子ども医療

　

費補助金

　　　　明

1基 金 △553,571  [財政課] 
繰 入 金 江南市財政調整基金繰入金
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３　

民

,639 1,007 3,979

生費

補正前の 補    

　

  正
特定財源

目 計
予

２

 算 額 予  算  

項

額 一般財源 区  分 金

　

  額

児童福

国  

歳

祉

県
地方債 その他

支出金

費 ３－

 3

２

医 療 765,376 4

－

,986 770,36

３

2 1,007 3,97

　

9 19扶 助 費 4,98

医

6 〔子ども医療費助成

療

事業〕 4,986

　

助成費

  助 成

　

費

［単位：千円

　

］　　

出

　

補 正 

３

予 算 額 の 財 

款

源 内 訳 節

　

計 6,016,653 4,986 6,021
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３　

民

          

生

          

費

明

　２項　

事      

児

         業

童

備         

福

      考

歳

祉費 ３－２－３　医

〔子ども医療費助成

療
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19 扶助費  

千

〈特定財源〉

円

　

］

   医療扶助費  県

　

　1,007千円　補

　

正後271,215,000円×1/2
  　　　　　　 －補正前269,200,000円×1/2
 

出

  補正後671,033,000円－補正前666,047,000円
 
 
 

　

 
 
 
 
 
 
 

３

 
 
 
 
 
 
 

款

 
 
 
 

説 
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 歳

費

13使 用 料 657
及 び

　

賃 借 料

補

３

正前の 補      

項

正

18負担金、

特

197,750
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活

額
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国  県
地

　

３
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支出金

－３－

 1 生 活
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1,913,922 2

　

17,860 2,13

生

1,782 788,8

活
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保

 3職 員 1,124 〔

護

物価高騰対応重点支援

出

費

給付金支給事業〕 21

　

7,860

［単位

  保 護 費

：千円

手 当 等

］　
　

　

・物価高騰対応重点支援給付金支給事業 66,140

３

10需 用 費 359

款

補 正 

11役 務

予

費 7,344
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民
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生
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費

   

11 役

 

務費 1,927  内容

 

　物価高騰対応重点支

 

援給付金（加算分）の

 

支給

   

　

 

   郵

 

便料 339

     

   電話料 1  一般

 

事業用（消耗品費）

明

３

   人材派遣手数料 1,450  　補正後175,000円－補正前145,000円

項

   口座振込手数料 137  一般事業用（印刷製本費）

　

12 委託料 4,037  　補正後389,000円－補正前300,000円
   システム構築委託料  郵便料

生

13 使用料及び賃借料 278  　補正後1,992,000円－補正前1,653,000円
 

活

  コピー機借上料 1

事

15  電話料

  

   パソコン等借上

 

料 163  　補正後5

 

,000円－補正前4

 

,000円

 

1

 

8 負担金、補助及び

 

交付金 59,700  

保

 

人材派遣手数料

  

   物価高騰対応

 

重点支援給付金（加  

 

　補正後4,760,

 

000円－補正前3,

 

310,000円

業 備

   算分）  口

 

座振込手数料

護

  

  　補正後1,04

 

8,000円－補正前

 

911,000円

  

  システム構築

 

委託料

 

  　

 

補正後10,021,

 

000円－補正前5,

費

 

984,000円

  

  コピー機借上

 

料

考

  　補正後251,000円－補正前136,000円
  パソコン等借上料

３

  　補正後451,000円－補正前288,000円
 
  繰越明許費
  　146,556千円

－

 
 
 
 
 
 

３

 
 
 
 
 
 
 

－

 
 
 
 
 
 
 

１　生活保

〔

護

物価高騰対応重点支援

費

給付金支給事業〕 21

　

7,860

［単位：千円］　
　

　

・物価高騰対応重点支援給付金支給事業 66,140
3 職員手当等 79  ★★★★★　政策的事業　★★★★★

３

   時間外勤務手当

款

10 需用費 119  〈特定財源〉

　

 消耗品費 30  国　637,116千円　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
   一般事業用

民

説 

 印刷

 

製本費 89  目的　エ

 

ネルギー・食料品価格

 

等の物価高騰の影響を

 

受けた

生

    

   一般

 

事業用  　　　低所得

 

者の子育て世帯への支

 

援

   

- 21 -



 歳

費
　

補

３

正前

計 1,91

の

3,922 217,8

補

60 2,131,78

 

2 788,836 △5

 

70,976

    

項

正
特定財源

目 計
予 算

　

 額 予  算  額 一

生

般財源 区  分 金  

活

額

保護費

国  県
地

　

３

方債 その他
支出金

－３－

・物価高

１

騰対応重点支援給付金

　

支給事業（拡 151,

生

720

活保護

  大分）

出

費　［単位：千円］　
　

　
３款

補 正 予 

　

算 額 の 財 源 

民

内 訳 節

生

- 22 -



費

 

  大分）

 

 

 

  物価高騰対応重点

 

支援給付金（加 12,

 

650

 

   

 

算分）

 

 

  

 

　

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 明

 

３項　生活

事        

保

       業 備 

護

          

費

    考

３－３－

・物価高

１

騰対応重点支援給付金

　

支給事業（拡 151,

生

720

活保護

  大分）

費　

3 職員手当等 1,0

［

45  ★★★★★　政

単

策的事業　★★★★★

位：

   時間外

千

勤務手当

円

10

］

 需用費 240  〈特

　

定財源〉

　
　

 消耗品費 106  国　151,720千円　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
   一般事業用
 印刷製本費 134  目的　エネル

３

ギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた
   一般事業用  　　　住民税均等割のみ課税世帯への支援

11 役務費 5,417  内容　物価高騰対応重点

款

支援給付金（拡大分）及び
   郵便料 547  　　　物価高騰対応重点支援給付金（加算分）の支給
   電話料 1
   電話

　

架設料 91  繰越明許費
   人材派遣手数料 4,605  　151,720千円
   口座振込手数料 173

12 委託料 6,

民

589
   システム構築委託料

説

13 使用料及

 

び賃借料 379

  

   コピー機借上

 

料 74

 

   

生

 

パソコン等借上料 30

 

5

 

18 負担

 

金、補助及び交付金 1

 

38,050

  

   物価高騰対応重

 

点支援給付金（拡 12

 

5,400
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 歳

費
　４

補正前の 補     

項

 正
特定財源

目 計
予 

　

算 額 予  算

計 13,875 9

 

,039 22,914

 

9,039

額

災

一般財源 区  分 金 

害

 額

救助費

国  県

　

３

地方債 その他
支出金

－４－

 3 被

３

災 地 9,039 9,0

　

39 9,039  3職

被

員 1,909 〔人件費

災

等〕 1,909

地支

出

援

  支 援 費

費　［

手 当

単

等

位：千円］
　

　　

 8旅 費 3,146

３

10需 用 費 2,030

款

〔被災地支援事業〕 7,130

補 正 予

　

 算 額 

12委 託 料 1,6

の

76

 財 源

民

 内 訳 節

13使 用 料 278

生

及 び
賃 借 料
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費

 

597

    

   一般

 

事業用

 

 修繕

 

料 750

 

  

 

 自動車

　

 

12

 

 委託料 1,676

  

   被災地応

 

急復旧委託料

  

13 使用料及び賃借

 

料 278

 

  

明

 携帯電話借上料 12

４

3
   有料道路通行料 17
   駐車料 138
 
 
 

項

 
 
 
 
 
 
 

　

 
 

災害

事       

救

        業 備

助

          

費

     考

３－４－３　被

〔人件費

災

等〕 1,909

地支援費　［単位

3 職員手

：

当等

千円］
　

　

   特殊勤

　

務手当 26
   時間外勤務手当 1,883

３

 

款

〔被災地支援事業〕 7,130
8 旅費 3,146  被災地支援のための職員派遣

　

   派遣旅費

民

10 需用費 2,030

説    

 消耗品費 683

生

     

   一般事業

 

用

    

 燃料費
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 歳

費

 8旅 費 577

　

補正前の 補

１

   

10需 用 費 9

 

39

  正
特定財

項

源
目 計

予 算

1

 

3使 用 料 1

額 予 

　

 算

及 び

  額 一般財

賃 借 料

源 区

労

  分 金  額

働費 ５－

計 1,253,

国

428 3,634 1,

 

257,062 842

 

2,792

県
地方債 その

　

１

他
支出金

－１　

 1 労 働 費 130

労

,726 1,595 1

働

32,321 1,59

費

5 10需 用 費 1,59

　

5 〔すいとぴあ江南維

［

持運営事業〕 1,59

単

5

出

位：千円］

・すい

　

とぴあ江南維持運営事

　

業

　５

計 130,726 1,595 132,321 1,595

　９款　消防費
　１項

款

補

　消防費 ９－１－３　

 

消防署費　［単位：千

正

円］　　

 予

補 正

 

 予 算 額 の 財

算

 源 内 訳 節

 額 

　

の

補正前の 補   

 

   正
特定財源

目 計

財

予 算 額 予  算 

 

 額 一般財源 区  分

源

金  額

 内 

国 

訳

 県
地方債 その他

支出

節

金

労

 3 消防署費 722,692 3,634 726,326 842 2,792  3職 員 2,117 〔警防事業〕 3,634

働

手 当 等 ・緊急消防援助隊事業

- 26 -



費

 

源〉

      

   特

 

殊勤務手当 8  国　8

 

42千円

 

　

   

   時

 

間外勤務手当 2,10

明

9  　　補正後1,801,000円×10/10－補正前959,000円×10/10

１

8 旅費 577
   普通

項

旅費  被災地支援のための職員派遣
10 需用費 939

　

 消耗品費 82  普通旅費
   一般事業用  　補

労

正後872,000円－補正前295,000円
 燃料費 44

事

8  一般事業用（消耗

 

品費）

 

   

働

 

ガソリン 48  　補正

 

後106,000円－

 

補正前24,000円

  

   白灯油

 

9  白灯油

 

 

 

  軽油 391  　補

 

正後16,000円－

 

補正前7,000円

費

  

 食糧費 409

 

 軽油

業

   

備

一般事業用  　補正後

 

892,000円－補

 

正前501,000円

  

13 使用料

 

及び賃借料 1  一般事

５

 

業用（食糧費）

  

   有料道路通行

 

料  　補正後593,

 

000円－補正前18

 

4,000円

  

 

  

－

考

１－１　労働費　

〔すいとぴあ江南維

［

持運営事業〕 1,59

単

5

位：千円］

・すい

　

とぴあ江南維持運営事

　

業
10 需用費  非常用発電設備蓄電池等取替

　

 修繕料
   施設  補正後2,095,000円－補正前500,000円
 
  繰越明許費

５

  　1,595千円
 

　９款　消防費
　１項

款

　消防費 ９－１－３　消防署費　［単位：千円］　　

説                                

　

 明

事               業 備               考

労

説      

〔警防事業〕 3,6

 

34

  

働

    

・緊急消防援助隊事

 

業

    

3 職員手当等

 

2,117  〈特定財
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令和６年議案第３号 

 

   江南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について 

 

 江南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を

別紙のとおり定めるものとする。 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の一部改正に伴い、

会計年度任用職員に対し、勤勉手当を支給するため、改正する必要があるからであり

ます。 

- 28 -



   江南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例（案） 

 

 江南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年条例第２７号）

の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第１項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。 

 第１０条中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改め、同条を第１１条

とし、第９条の次に次の１条を加える。 

 （勤勉手当） 

第１０条 給与条例第１９条の規定は、任期の定めが６月以上の職員（市長が規則で

定める者を除く。）について準用する。この場合において、同条第２項第１号中「勤

勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあ

っては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべき扶

養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額」とあるのは、

「勤勉手当基礎額」と、同条第３項中「それぞれその基準日現在において職員が受

けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それ

ぞれその基準日以前６月以内の会計年度任用職員としての在職期間における報酬

（市長が規則で定める額を除く。）の１月当たりの平均額」と読み替えるものとする。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の規定による勤勉手当の支給について準用

する。この場合において、前条第２項中「前項」とあり、及び第３項中「第１項」と

あるのは、「第１０条第１項」と読み替えるものとする。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （江南市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

２ 江南市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第７条第２項中「（地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員

を除く。）」を削る。 
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（参 考） 

   江南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例（案）の新旧対照表 

新 旧 

 (給与)  (給与) 

第2条 前条の給与とは、報酬、期末手当及

び勤勉手当をいう。 

2及び3   （略） 

第2条 前条の給与とは、報酬及び期末手

当をいう。 

2及び3   （略） 

 (勤勉手当)  

第10条 給与条例第19条の規定は、任期の

定めが6月以上の職員（市長が規則で定

める者を除く。）について準用する。この

場合において、同条第2項第1号中「勤勉

手当基礎額に当該職員がそれぞれの基

準日現在（退職し、又は死亡した職員に

あっては、退職し、又は死亡した日現在。

次項において同じ。）において受けるべ

き扶養手当の月額及びこれに対する地

域手当の月額の合計額を加算した額」と

あるのは、「勤勉手当基礎額」と、同条第

3項中「それぞれその基準日現在におい

て職員が受けるべき給料の月額及びこ

れに対する地域手当の月額の合計額」と

あるのは、「それぞれその基準日以前6月

以内の会計年度任用職員としての在職

期間における報酬（市長が規則で定める

額を除く。）の1月当たりの平均額」と読

み替えるものとする。 

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の

規定による勤勉手当の支給について準

用する。この場合において、前条第2項中

「前項」とあり、及び第3項中「第1項」
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新 旧 

とあるのは、「第10条第1項」と読み替え

るものとする。 

 (雑則)  (雑則) 

第11条 報酬、期末手当及び勤勉手当の支

給方法その他この条例の施行について

必要な事項は、市長が規則で定める。 

第10条 報酬及び期末手当の支給方法そ

の他この条例の施行について必要な事

項は、市長が規則で定める。 

  

 

 江南市職員の育児休業等に関する条例（附則第２項関係） 

新 旧 

 (育児休業をしている職員の期末手当等

の支給) 

 (育児休業をしている職員の期末手当等

の支給) 

第7条   （略） 

2 給与条例第19条第1項に規定するそれ

ぞれの基準日に育児休業をしている職

員のうち、基準日以前6月以内の期間に

おいて勤務した期間がある職員には、当

該基準日に係る勤勉手当を支給する。 

第7条   （略） 

2 給与条例第19条第1項に規定するそれ

ぞれの基準日に育児休業をしている職

員（地方公務員法第22条の2第1項に規定

する会計年度任用職員を除く。）のうち、

基準日以前6月以内の期間において勤務

した期間がある職員には、当該基準日に

係る勤勉手当を支給する。 
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令和６年議案第４号 

 

   江南市布袋ふれあい会館の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 

 江南市布袋ふれあい会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別紙

のとおり定めるものとする。 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、布袋ふれあい会館浴場の廃止に伴い、改正する必要がある

からであります。 
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   江南市布袋ふれあい会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

（案） 

 

 江南市布袋ふれあい会館の設置及び管理に関する条例（平成１４年条例第２３号）

の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第３項の表中「浴場」を削る。 

 別表１高齢者憩の施設の表を削り、同表２学習施設及び体育施設の表中「２ 学習

施設及び体育施設」を「学習施設及び体育施設」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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（参 考） 

   江南市布袋ふれあい会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

（案）の新旧対照表 

新 旧 

 (設置)  (設置) 

第2条   （略） 第2条   （略） 

2   （略） 2   （略） 

3 会館には、次の施設を置く。 3 同左 

施設 施設内容 

高齢者憩の施設 談話室 娯楽室 

 

学習施設の項及び体育施設の項   

（略） 
 

施設 施設内容 

高齢者憩の施設 談話室 娯楽室 浴

場 

学習施設の項及び体育施設の項   

（略） 
 

 (使用料)  

第8条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければ

ならない。 

2   （略） 

別表(第8条関係) 別表(第8条関係) 

  1 高齢者憩の施設 

 区分 使用料 

浴場 1回につき130円 
 

 学習施設及び体育施設  2 学習施設及び体育施設 

  表   （略）   表   （略） 
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令和６年議案第５号 

 

   江南市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正に

ついて 

 

 江南市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を

別紙のとおり定めるものとする。 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成２５年法律第２７号）の一部改正等に伴い、所要の整備を図る

必要があるからであります。 
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   江南市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正

する条例（案） 

 

 江南市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年条例第１８

号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加え

る。 

（４）個人番号利用事務 法第２条第１０項に規定する個人番号利用事務をいう。 

 第２条に次の２号を加える。 

（７）特定個人番号利用事務 法第１９条第８号に規定する特定個人番号利用事務を

いう。 

（８）利用特定個人情報 法第１９条第８号に規定する利用特定個人情報をいう。 

 第４条第１項中「第３項の規定により法別表第２の第４欄に掲げる特定個人情報で

あって当該執行機関が保有するものを利用して行う同表の第２欄に掲げる事務」を「行

う特定個人番号利用事務」に改め、同条第３項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」

を「特定個人番号利用事務」に、「同表の第４欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定

個人情報」に改め、同項ただし書中「当該特定個人情報」を「当該利用特定個人情報」

に改める。 

 別表第１の１の項中「訪問介護(これに相当するものを含む」を「居宅サービス等（介

護保険法（平成９年法律第１２３号）第２３条に規定する居宅サービス等をいう」に

改め、同表の２の項中「介護給付等対象サービス（介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第２４条第２項に規定する介護給付等対象サービスをいう。以下同じ。）の利用者

の負担の軽減」を「介護保険法による地域支援事業の実施」に改め、同表の２の２の項

を削る。 

 別表第２の１の項中「訪問介護」を「居宅サービス等」に改め、同表の２の項中「介

護給付等対象サービスの利用者の負担の軽減」を「介護保険法による地域支援事業の

実施」に改め、「地方税関係情報」の次に「、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９

２号）による特定健康診査若しくは特定保健指導若しくは高齢者の医療の確保に関す

る法律（昭和５７年法律第８０号)による保健事業の実施に関する情報」を加え、「又
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は」を「、」に改め、「法定外生活保護関係情報」の次に「又は健康増進法による健康

増進事業の実施に関する情報」を加え、同表の２の２の項を削り、同表の２３の項中

「地方税関係情報」の次に「、児童扶養手当関係情報」を、「中国残留邦人等支援給付

等関係情報」の次に「、介護保険給付等関係情報、障害者自立支援給付関係情報、江南

市児童扶養手当支給条例による児童扶養手当の支給に関する情報」を加え、同表の２

４の項中「地方税関係情報」の次に「、児童扶養手当関係情報」を、「中国残留邦人等

支援給付等関係情報」の次に「、江南市児童扶養手当支給条例による児童扶養手当の

支給に関する情報」を加え、同表の２６の項中「中国残留邦人等支援給付等関係情報」

の次に「、障害者自立支援給付関係情報」を加え、同表の３５の項中「条例」の次に

「又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成３１年法律第３号）」を加え、

「地方税の」を「地方税又は森林環境税の」に改め、同表の４４の項中「生活保護関係

情報」の次に「、地方税関係情報」を加える。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第４条の改正規定は、行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正

する法律（令和５年法律第４８号）の施行の日から施行する。 
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（参 考） 

   江南市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正

する条例（案）の新旧対照表 

新 旧 

 (定義)  (定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1)～(3)   （略） 

(4) 個人番号利用事務 法第2条第10

項に規定する個人番号利用事務をい

う。 

(5)   （略） 

(6)   （略） 

(7) 特定個人番号利用事務 法第19条

第8号に規定する特定個人番号利用事

務をいう。 

(8) 利用特定個人情報 法第19条第8

号に規定する利用特定個人情報をい

う。 

第2条 同左 

 

 

(1)～(3)   （略） 

 

 

 

(4)   （略） 

(5)   （略） 

 

 (個人番号の利用範囲)  (個人番号の利用範囲) 

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務

は、別表第1の左欄に掲げる執行機関が

行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2

の左欄に掲げる執行機関が次項の規定

により同表の右欄に掲げる特定個人情

報であって当該執行機関が保有するも

のを利用して行う同表の中欄に掲げる

事務及び市の執行機関が行う特定個人

番号利用事務とする。 

 

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務

は、別表第1の左欄に掲げる執行機関が

行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2

の左欄に掲げる執行機関が次項の規定

により同表の右欄に掲げる特定個人情

報であって当該執行機関が保有するも

のを利用して行う同表の中欄に掲げる

事務及び市の執行機関が第3項の規定に

より法別表第2の第4欄に掲げる特定個

人情報であって当該執行機関が保有す
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新 旧 

 

 

2 別表第2の左欄に掲げる執行機関は、同

表の中欄に掲げる事務を処理するため

に必要な限度で、同表の右欄に掲げる特

定個人情報であって当該執行機関が保

有するものを利用することができる。た

だし、法の規定により、情報提供ネット

ワークシステムを使用して他の個人番

号利用事務実施者から当該特定個人情

報の提供を受けることができる場合は、

この限りでない。 

3 市の執行機関は、特定個人番号利用事

務を処理するために必要な限度で、利用

特定個人情報であって当該執行機関が

保有するものを利用することができる。

ただし、法の規定により、情報提供ネッ

トワークシステムを使用して他の個人

番号利用事務実施者から当該利用特定

個人情報の提供を受けることができる

場合は、この限りでない。 

 

4   （略） 

るものを利用して行う同表の第2欄に掲

げる事務とする。 

2 別表第2の左欄に掲げる執行機関は、同

表の中欄に掲げる事務を処理するため

に必要な限度で、同表の右欄に掲げる特

定個人情報であって当該執行機関が保

有するものを利用することができる。た

だし、法の規定により、情報提供ネット

ワークシステムを使用して他の個人番

号利用事務実施者から当該特定個人情

報の提供を受けることができる場合は、

この限りでない。 

3 市の執行機関は、法別表第2の第2欄に

掲げる事務を処理するために必要な限

度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情

報であって当該執行機関が保有するも

のを利用することができる。ただし、法

の規定により、情報提供ネットワークシ

ステムを使用して他の個人番号利用事

務実施者から当該特定個人情報の提供

を受けることができる場合は、この限り

でない。 

4   （略） 

別表第1(第4条関係) 別表第1(第4条関係) 

執行機関 事務 

1 市長 居宅サービス等（介護保険

法（平成9年法律第123号）

第23条に規定する居宅サー

ビス等をいう。以下同じ。）

の利用者の負担の軽減に関

執行機関 事務 

1 市長 訪問介護（これに相当する

ものを含む。以下同じ。）の

利用者の負担の軽減に関す

る事務であって規則で定め

るもの 
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新 旧 

する事務であって規則で定

めるもの 

2 市長 介護保険法による地域支援

事業の実施に関する事務で

あって規則で定めるもの 

 

 

 

 

 

  

 

 

3の項～27の項   （略） 
 

 

 

2 市長 介護給付等対象サービス

（介護保険法（平成9年法律

第123号）第24条第2項に規

定する介護給付等対象サー

ビスをいう。以下同じ。）

の利用者の負担の軽減に関

する事務であって規則で定

めるもの 

2の2 市長 介護保険法による地域支援

事業の実施に関する事務で

あって規則で定めるもの 

3の項～27の項   （略） 
 

別表第2(第4条関係) 別表第2(第4条関係) 

執行機関 事務 特定個人情報 

1 市長 居宅サービ

ス等の利用

者の負担の

軽減に関す

る事務であ

って規則で

定めるもの 

   （略） 

2 市長 介護保険法

による地域

支援事業の

実施に関す

る事務であ

って規則で

定めるもの 

生活保護関係情

報、地方税関係情

報、国民健康保険

法(昭和33年法律

第192号)による特

定健康診査若しく

は特定保健指導若

執行機関 事務 特定個人情報 

1 市長 訪問介護の

利用者の負

担の軽減に

関する事務

であって規

則で定める

もの 

   （略） 

2 市長 介護給付等

対象サービ

スの利用者

の負担の軽

減に関する

事務であっ

て規則で定

生活保護関係情

報、地方税関係情

報、中国残留邦人

等支援給付等関係

情報、介護保険給

付等関係情報又は

法定外生活保護関
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新 旧 

しくは高齢者の医

療の確保に関する

法律(昭和57年法

律第80号)による

保健事業の実施に

関する情報、中国

残留邦人等支援給

付等関係情報、介

護保険給付等関係

情報、法定外生活

保護関係情報又は

健康増進法による

健康増進事業の実

施に関する情報で

あって規則で定め

るもの 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めるもの 係情報であって規

則で定めるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2の2 市

長 

介護保険法

による地域

支援事業の

実施に関す

る事務であ

って規則で

定めるもの 

生活保護関係情

報、地方税関係情

報、国民健康保険

法(昭和33年法律

第192号)による特

定健康診査若しく

は特定保健指導若

しくは高齢者の医

療の確保に関する

法律(昭和57年法

律第80号)による

保健事業の実施に

関する情報、中国

残留邦人等支援給
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新 旧 

 

 

 

 

 

 

3の項～22の項   （略） 

23 市長 後期高齢者

の福祉のた

めの医療費

の助成に関

する事務で

あって規則

で定めるも

の 

医療保険給付関係

情報、障害者関係

情報、生活保護関

係情報、地方税関

係情報、児童扶養

手当関係情報、戦

傷病者特別援護法

による戦傷病者手

帳に関する情報、

中国残留邦人等支

援給付等関係情

報、介護保険給付

等関係情報、障害

者自立支援給付関

係情報、江南市児

童扶養手当支給条

例による児童扶養

手当の支給に関す

る情報、法定外生

活保護関係情報又

は他の条例等によ

る助成に関する情

報であって規則で

付等関係情報又は

健康増進法による

健康増進事業の実

施に関する情報で

あって規則で定め

るもの 

3の項～22の項   （略） 

23 市長 後期高齢者

の福祉のた

めの医療費

の助成に関

する事務で

あって規則

で定めるも

の 

医療保険給付関係

情報、障害者関係

情報、生活保護関

係情報、地方税関

係情報、戦傷病者

特別援護法による

戦傷病者手帳に関

する情報、中国残

留邦人等支援給付

等関係情報、法定

外生活保護関係情

報又は他の条例等

による助成に関す

る情報であって規

則で定めるもの 
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新 旧 

定めるもの 

24 市長 江 南 市 母

子・父子家

庭医療費の

助成に関す

る条例によ

る母子・父

子家庭医療

費の助成に

関する事務

であって規

則で定める

もの 

医療保険給付関係

情報、生活保護関

係情報、地方税関

係情報、児童扶養

手当関係情報、中

国残留邦人等支援

給付等関係情報、

江南市児童扶養手

当支給条例による

児童扶養手当の支

給に関する情報、

法定外生活保護関

係情報又は江南市

母子・父子家庭医

療費の助成に関す

る条例第2条第2項

第5号に規定する

条例による助成に

関する情報であっ

て規則で定めるも

の 

25の項   （略） 

26 市長 江南市精神

障害者医療

費の助成に

関する条例

による精神

障害者医療

費の助成に

医療保険給付関係

情報、障害者関係

情報、生活保護関

係情報、中国残留

邦人等支援給付等

関係情報、障害者

自立支援給付関係

 

24 市長 江 南 市 母

子・父子家

庭医療費の

助成に関す

る条例によ

る母子・父

子家庭医療

費の助成に

関する事務

であって規

則で定める

もの 

医療保険給付関係

情報、生活保護関

係情報、地方税関

係情報、中国残留

邦人等支援給付等

関係情報、法定外

生活保護関係情報

又は江南市母子・

父子家庭医療費の

助成に関する条例

第2条第2項第5号

に規定する条例に

よる助成に関する

情報であって規則

で定めるもの 

 

 

 

 

 

 

25の項   （略） 

26 市長 江南市精神

障害者医療

費の助成に

関する条例

による精神

障害者医療

費の助成に

医療保険給付関係

情報、障害者関係

情報、生活保護関

係情報、中国残留

邦人等支援給付等

関係情報、法定外

生活保護関係情報
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新 旧 

関する事務

であって規

則で定める

もの 

情報、法定外生活

保護関係情報又は

江南市精神障害者

医療費の助成に関

する条例第5条第4

号に規定する条例

による助成に関す

る情報であって規

則で定めるもの 

27の項～34の項   （略） 

35 市長 地方税法そ

の他の地方

税に関する

法律及びこ

れらの法律

に基づく条

例又は森林

環境税及び

森林環境譲

与税に関す

る法律 (平

成31年法律

第3号)によ

る地方税又

は森林環境

税の賦課徴

収に関する

事務であっ

て規則で定

めるもの 

   （略） 

関する事務

であって規

則で定める

もの 

又は江南市精神障

害者医療費の助成

に関する条例第5

条第4号に規定す

る条例による助成

に関する情報であ

って規則で定める

もの 

 

27の項～34の項   （略） 

35 市長 地方税法そ

の他の地方

税に関する

法律及びこ

れらの法律

に基づく条

例による地

方税の賦課

徴収に関す

る事務であ

って規則で

定めるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （略） 
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新 旧 

36の項～43の項   （略） 

44 市長 健康増進法

による健康

増進事業の

実施に関す

る事務であ

って規則で

定めるもの 

生活保護関係情

報、地方税関係情

報、国民健康保険

法による特定健康

診査若しくは特定

保健指導若しくは

高齢者の医療の確

保に関する法律に

よる保健事業の実

施に関する情報、

介護保険給付等関

係情報、中国残留

邦人等支援給付等

関係情報又は法定

外生活保護関係情

報であって規則で

定めるもの 

44の2の項～46の項   （略） 
 

36の項～43の項   （略） 

44 市長 健康増進法

による健康

増進事業の

実施に関す

る事務であ

って規則で

定めるもの 

生活保護関係情

報、国民健康保険

法による特定健康

診査若しくは特定

保健指導若しくは

高齢者の医療の確

保に関する法律に

よる保健事業の実

施に関する情報、

介護保険給付等関

係情報、中国残留

邦人等支援給付等

関係情報又は法定

外生活保護関係情

報であって規則で

定めるもの 

 

44の2の項～46の項   （略） 
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令和６年議案第６号 

 

   尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業施行条例の一部改正について 

 

 尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例を

別紙のとおり定めるものとする。 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、換地処分に係る清算金の分割徴収及び分割交付における利

子の利率について、所要の整備を図る必要があるからであります。 
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   尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条

例（案） 

 

 尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業施行条例（平成７年条例第１８号）

の一部を次のように改正する。 

 

 第２５条第２項中「清算金の」を「清算金を」に、「年６パーセント」を「法第１０

３条第４項の規定による公告があった日の翌日における法定利率（分割徴収する場合

にあっては、当該法定利率以内で別に定めることができる。）」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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（参 考） 

   尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条

例（案）の新旧対照表 

新 旧 

 (清算金の分割徴収又は分割交付)  (清算金の分割徴収又は分割交付) 

第25条   （略） 第25条   （略） 

2 前項の規定により清算金を分割徴収

し、又は分割交付する場合において当該

清算金に付する利子の利率は、法第103

条第4項の規定による公告があった日の

翌日における法定利率(分割徴収する場

合にあっては、当該法定利率以内で別に

定めることができる。)とし、第1回の分

割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌

日から付するものとする。 

2 前項の規定により清算金の分割徴収

し、又は分割交付する場合において当該

清算金に付する利子の利率は、年6パー

セントとし、第1回の分割徴収し、又は分

割交付すべき期日の翌日から付するも

のとする。 

3～10   （略） 3～10   （略） 
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令和６年議案第７号 

 

   江南市手数料条例の一部改正について 

 

 江南市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものとする。 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）等の一部改

正に伴い、制限の適用除外に係る認定手数料の額を定める等のため、改正する必要があ

るからであります。 
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   江南市手数料条例の一部を改正する条例（案） 

 

 江南市手数料条例（昭和３９年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表５土木関係の表低炭素建築物新築等計画認定の項中「建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」

に改め、同表建築物エネルギー消費性能適合性判定の項中「建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律施行令」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する

法律施行令」に、「（２）建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を

「（２）建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に、「に係る建築物のエ

ネルギー消費性能の向上に関する法律」を「に係る同法」に改め、同表建築物エネル

ギー消費性能基準適合認定の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同表既存の一

の建築物について２以上の工事に分けて工事を行う場合における全体計画変更認定の

項の次に次の２項を加える。 

既存建築物の敷地と道路との関係

に関する制限の適用除外に係る認

定 

１件 ２７，０００円  

既存建築物の道路内における制限

の適用除外に係る認定 

１件 ２７，０００円  

 別表５土木関係の表備考第１号及び第２号中「建築物のエネルギー消費性能の向上

に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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（参 考） 

   江南市手数料条例の一部を改正する条例（案）の新旧対照表 

新 

(区分及び金額) 

第3条 手数料の区分及び金額は、別表のとおりとする。 

別表（第3条関係） 

 5 土木関係 

区分 単位 金額 備考 

優良宅地造成認定の項～長期優良住宅建築等計画等変更認定の項   （略） 

低炭

素建

築物

新築

等計

画認

定 

都市の

低炭素

化の促

進に関

する法

律 ( 平

成24年

法律第

84 号 )

第54条

第 1 項

各号に

掲げる

基準に

適合す

ると市

長が定

める機

関 ( 以

下この

表にお

い て

一戸建て住宅   （略）    

共同住宅

等 

建築物全

体又は複

合建築物

(建築物

のエネル

ギー消費

性能の向

上等に関

する法律

(平成 27

年法律第

53号 )第

11条第 1

項に規定

する非住

宅 部 分

(以下こ

の表にお

いて「非

住 宅 部

分」とい

   （略）  
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新 

「適合

性確認

機関」

と い

う。)が

認めた

場合又

は当該

基準に

適合す

ること

を証す

る書類

として

市長が

定める

ものが

添付さ

れてい

る場合

( 以 下

この表

におい

て「低

炭素建

築物基

準適合

性確認

機関が

認めた

場 合

う。)及び

同項に規

定する住

宅 部 分

(以下こ

の表にお

いて「住

宅部分」

という。)

を有する

建築物を

いう。以

下この表

において

同じ。)の

住宅部分

に係るも

の 

複合建築物の非住宅部分に係るもの   （略） 

その他の建築物   （略）   
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新 

等」と

いう。) 

その他の場合   （略）   

低炭素建築物新築等計画変更認定の項   （略） 

建築

物エ

ネル

ギー

消費

性能

適合

性判

定 

建築物

省エネ

法基準

省令第

1条第1

項 第 1

号ロに

定める

基準に

係る建

築物 

床面積(特定建築行為に係る

床面積(建築物のエネルギー

消費性能の向上等に関する

法律施行令(平成28年政令第

8号)第4条第1項に規定する

床面積をいう。)をいう。以下

この項及び次項において同

じ。)の合計が300平方メート

ル以上のもの 

1件 121,000 円 ( 建

築物エネルギ

ー消費性能確

保計画(以下こ

の項及び次項

において「計

画」という。)の

変更に係る場

合にあっては、

62,300円) 

(1)   （略） 

(2) 建築物のエ

ネルギー消費

性能の向上等

に関する法律

第34条第3項各

号に掲げる事

項が記載され

ている同法第

37条に規定す

る認定建築物

エネルギー消

費性能向上計

画に係る同項

に規定する他

の建築物につ

き当該認定建

築物エネルギ

ー消費性能向

上計画に係る

同法第35条第1

項又は第36条

第1項の認定に

おける評価の

方法と同様の

評価の方法に

その他

の建築

物 

床面積の合計が300平方メー

トル以上のもの 

1件 311,200 円 ( 計

画の変更に係

る場合にあっ

ては、157,400

円) 
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新 

より建築物エ

ネルギー消費

性能適合性判

定を行うこと

となる場合に

おける当該手

数料の額は、当

該手数料に係

る手数料の額

の欄及び(1)の

規定にかかわ

らず、建築物エ

ネルギー消費

性能向上計画

認定(計画の変

更に係る場合

にあっては、建

築物エネルギ

ー消費性能向

上計画変更認

定)に係る同法

第35条第1項各

号に掲げる基

準に適合する

と市長が定め

る機関が認め

た場合又は当

該基準に適合

することを証

する書類とし
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新 

て市長が定め

るものが添付

されている場

合(以下この表

において「計画

適合性確認機

関が認めた場

合等」という。)

の区分に相当

する額とする。 

 

 

 

 

建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書交付の項～建築

物エネルギー消費性能向上計画変更認定の項   （略） 

建築

物エ

ネル

ギー

消費

性能

基準

適合

認定 

建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上等に

関する

法律第

2条第1

項 第 3

号に規

定する

建築物

エネル

   （略）    
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新 

ギー消

費性能

基準に

適合し

ている

と市長

が定め

る機関

が認め

た場合

又は当

該基準

に適合

してい

ること

を証す

る書類

として

市長が

定める

ものが

添付さ

れてい

る場合 

その他の場合   （略）    

開発行為許可の項～既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う

場合における全体計画変更認定の項   （略） 

既存建築物の敷地と道路との関係に関す

る制限の適用除外に係る認定 

1件 27,000円  

既存建築物の道路内における制限の適用 1件 27,000円  
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新 

除外に係る認定 

路地状部分の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の項～屋外

広告物の項   （略） 
 

備考 

1 建築物エネルギー消費性能向上計画認定について、建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第34条第1項の規定による認定の申請に係る建築物エ

ネルギー消費性能向上計画に同条第3項各号に掲げる事項が記載されている場

合における当該手数料の額は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る

同項に規定する申請建築物及び他の建築物の各建築物についてそれぞれ別の申

請があったものとみなしてこの表により算出した建築物エネルギー消費性能向

上計画認定の額に相当する額を合算した額とする。 

2 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定について、建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関する法律第36条第1項の変更の認定の申請に係る建築物エ

ネルギー消費性能向上計画に同法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されて

いる場合における当該手数料の額は、当該変更後の建築物エネルギー消費性能

向上計画に係る同項に規定する申請建築物及び他の建築物の各建築物(変更が

ないものを除く。)についてそれぞれ別の申請があったものとみなしてこの表に

より算出した建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定の額(当該変更によ

り建築物エネルギー消費性能向上計画に新たに記載される建築物については、

建築物エネルギー消費性能向上計画認定の額)に相当する額を合算した額とす

る。 
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旧 

(区分及び金額) 

第3条 手数料の区分及び金額は、別表のとおりとする。 

別表（第3条関係） 

 5 土木関係 

区分 単位 金額 備考 

優良宅地造成認定の項～長期優良住宅建築等計画等変更認定の項   （略） 

低炭

素建

築物

新築

等計

画認

定 

都市の

低炭素

化の促

進に関

する法

律 ( 平

成24年

法律第

84 号 )

第54条

第 1 項

各号に

掲げる

基準に

適合す

ると市

長が定

める機

関 ( 以

下この

表にお

い て

一戸建て住宅   （略）    

共同住宅

等 

建築物全

体又は複

合建築物

(建築物

のエネル

ギー消費

性能の向

上に関す

る 法 律

(平成 27

年法律第

53号 )第

11条第 1

項に規定

する非住

宅 部 分

(以下こ

の表にお

いて「非

住 宅 部

分」とい

   （略）  
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旧 

「適合

性確認

機関」

と い

う。)が

認めた

場合又

は当該

基準に

適合す

ること

を証す

る書類

として

市長が

定める

ものが

添付さ

れてい

る場合

( 以 下

この表

におい

て「低

炭素建

築物基

準適合

性確認

機関が

認めた

場 合

う。)及び

同項に規

定する住

宅 部 分

(以下こ

の表にお

いて「住

宅部分」

という。)

を有する

建築物を

いう。以

下この表

において

同じ。)の

住宅部分

に係るも

の 

複合建築物の非住宅部分に係るもの   （略） 

その他の建築物   （略）   
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旧 

等」と

いう。) 

その他の場合   （略）   

低炭素建築物新築等計画変更認定の項   （略） 

建築

物エ

ネル

ギー

消費

性能

適合

性判

定 

建築物

省エネ

法基準

省令第

1条第1

項 第 1

号ロに

定める

基準に

係る建

築物 

床面積(特定建築行為に係る

床面積(建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する法

律施行令(平成28年政令第8

号)第4条第1項に規定する床

面積をいう。)をいう。以下こ

の項及び次項において同

じ。)の合計が300平方メート

ル以上のもの 

1件 121,000 円 ( 建

築物エネルギ

ー消費性能確

保計画(以下こ

の項及び次項

において「計

画」という。)の

変更に係る場

合にあっては、

62,300円) 

(1)   （略） 

(2) 建築物のエ

ネルギー消費

性能の向上に

関する法律第

34条第3項各号

に掲げる事項

が記載されて

いる同法第37

条に規定する

認定建築物エ

ネルギー消費

性能向上計画

に係る同項に

規定する他の

建築物につき

当該認定建築

物エネルギー

消費性能向上

計画に係る同

法第35条第1項

又は第36条第1

項の認定にお

ける評価の方

法と同様の評

価の方法によ

その他

の建築

物 

床面積の合計が300平方メー

トル以上のもの 

1件 311,200 円 ( 計

画の変更に係

る場合にあっ

ては、157,400

円) 
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旧 

り建築物エネ

ルギー消費性

能適合性判定

を行うことと

なる場合にお

ける当該手数

料の額は、当該

手数料に係る

手数料の額の

欄及び(1)の規

定にかかわら

ず、建築物エネ

ルギー消費性

能向上計画認

定(計画の変更

に係る場合に

あっては、建築

物エネルギー

消費性能向上

計画変更認定)

に係る建築物

のエネルギー

消費性能の向

上に関する法

律第35条第1項

各号に掲げる

基準に適合す

ると市長が定

める機関が認

めた場合又は
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旧 

当該基準に適

合することを

証する書類と

して市長が定

めるものが添

付されている

場合(以下この

表において「計

画適合性確認

機関が認めた

場合等」とい

う。)の区分に

相当する額と

する。 

建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書交付の項～建築

物エネルギー消費性能向上計画変更認定の項   （略） 

建築

物エ

ネル

ギー

消費

性能

基準

適合

認定 

建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上に関

する法

律 第 2

条 第 1

項 第 3

号に規

定する

建築物

エネル

   （略）    
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旧 

ギー消

費性能

基準に

適合し

ている

と市長

が定め

る機関

が認め

た場合

又は当

該基準

に適合

してい

ること

を証す

る書類

として

市長が

定める

ものが

添付さ

れてい

る場合 

その他の場合   （略）    

開発行為許可の項～既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う

場合における全体計画変更認定の項   （略） 
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旧 

 

路地状部分の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の項～屋外

広告物の項   （略） 
 

備考 

1 建築物エネルギー消費性能向上計画認定について、建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律第34条第1項の規定による認定の申請に係る建築物エネ

ルギー消費性能向上計画に同条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合

における当該手数料の額は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同

項に規定する申請建築物及び他の建築物の各建築物についてそれぞれ別の申請

があったものとみなしてこの表により算出した建築物エネルギー消費性能向上

計画認定の額に相当する額を合算した額とする。 

2 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定について、建築物のエネルギー消

費性能の向上に関する法律第36条第1項の変更の認定の申請に係る建築物エネ

ルギー消費性能向上計画に同法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されてい

る場合における当該手数料の額は、当該変更後の建築物エネルギー消費性能向

上計画に係る同項に規定する申請建築物及び他の建築物の各建築物(変更がな

いものを除く。)についてそれぞれ別の申請があったものとみなしてこの表によ

り算出した建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定の額(当該変更により

建築物エネルギー消費性能向上計画に新たに記載される建築物については、建

築物エネルギー消費性能向上計画認定の額)に相当する額を合算した額とする。 
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令和６年議案第８号 

 

   江南市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 

 江南市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定め

るものとする。 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の一部改正に伴い、

所要の整備を図る必要があるからであります。 
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   江南市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

 江南市下水道事業の設置等に関する条例（令和元年条例第４８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 第５条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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（参 考） 

   江南市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例（案）の新旧対

照表 

新 旧 

 (議会の同意を要する賠償責任の免除)  (議会の同意を要する賠償責任の免除) 

第5条 法第34条において準用する地方自

治法（昭和22年法律第67号）第243条の2

の8第8項の規定により下水道事業の業

務に従事する職員の賠償責任の免除に

ついて、議会の同意を得なければならな

い場合は、当該賠償責任に係る賠償額が

50万円以上である場合とする。 

第5条 法第34条において準用する地方自

治法（昭和22年法律第67号）第243条の2

の2第8項の規定により下水道事業の業

務に従事する職員の賠償責任の免除に

ついて、議会の同意を得なければならな

い場合は、当該賠償責任に係る賠償額が

50万円以上である場合とする。 
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令和６年議案第９号 

 

   江南市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 

 江南市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める

ものとする。 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の一部改正に伴い、

所要の整備を図る必要があるからであります。 
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   江南市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

 江南市水道事業の設置等に関する条例（昭和５０年条例第２号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 第５条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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（参 考） 

   江南市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例（案）の新旧対照

表 

新 旧 

 (議会の同意を要する賠償責任の免除)  (議会の同意を要する賠償責任の免除) 

第5条 法第34条において準用する地方自

治法（昭和22年法律第67号）第243条の2

の8第8項の規定により、水道事業の業務

に従事する職員の賠償責任の免除につ

いて議会の同意を得なければならない

場合は、当該賠償責任に係る賠償額が

500,000円以上である場合とする。 

第5条 法第34条において準用する地方自

治法（昭和22年法律第67号）第243条の2

の2第8項の規定により、水道事業の業務

に従事する職員の賠償責任の免除につ

いて議会の同意を得なければならない

場合は、当該賠償責任に係る賠償額が

500,000円以上である場合とする。 
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令和６年議案第１０号 

 

   江南市水道事業給水条例の一部改正について 

 

 江南市水道事業給水条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものとする。 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に

関する法律（令和５年法律第３６号）による水道法（昭和３２年法律第１７７号）の一

部改正に伴い、所要の整備を図る必要があるからであります。 
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   江南市水道事業給水条例の一部を改正する条例（案） 

 

 江南市水道事業給水条例（昭和５０年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 

 第４条第１項、第３５条第２項及び第４０条第１号中「厚生労働省令」を「国土交通

省令」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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（参 考） 

   江南市水道事業給水条例の一部を改正する条例（案）の新旧対照表 

新 旧 

 (給水装置の新設等の申込み)  (給水装置の新設等の申込み) 

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道

法(昭和32年法律第177号。以下｢法｣とい

う。)第16条の2第3項の国土交通省令で定

める給水装置の軽微な変更を除く。)又は

撤去しようとする者は、管理者の定める

ところにより、あらかじめ管理者に申込

み、その承認を受けなければならない。 

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道

法(昭和32年法律第177号。以下｢法｣とい

う。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定

める給水装置の軽微な変更を除く。)又は

撤去しようとする者は、管理者の定める

ところにより、あらかじめ管理者に申込

み、その承認を受けなければならない。 

2   （略） 2   （略） 

 (給水装置の基準違反に対する措置)  (給水装置の基準違反に対する措置) 

第35条   （略） 第35条   （略） 

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水

装置が、指定給水装置工事事業者の施行

した給水装置工事に係るものでないとき

は、その者の給水契約の申込みを拒み、

又はその者に対する給水を停止すること

ができる。ただし、法第16条の2第3項の

国土交通省令で定める給水装置の軽微な

変更であるとき、又は当該給水装置の構

造及び材質がその基準に適合しているこ

とを確認したときは、この限りでない。 

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水

装置が、指定給水装置工事事業者の施行

した給水装置工事に係るものでないとき

は、その者の給水契約の申込みを拒み、

又はその者に対する給水を停止すること

ができる。ただし、法第16条の2第3項の

厚生労働省令で定める給水装置の軽微な

変更であるとき、又は当該給水装置の構

造及び材質がその基準に適合しているこ

とを確認したときは、この限りでない。 

 (過料)  (過料) 

第40条 市長は、次の各号のいずれかに該

当する者に対し50,000円以下の過料を科

することができる。 

第40条 同左 

 (1) 第4条第1項の承認を受けないで、

給水装置を新設、改造、修繕(法第16条

の2第3項の国土交通省令で定める給

水装置の軽微な変更を除く。)又は撤

 (1) 第4条第1項の承認を受けないで、

給水装置を新設、改造、修繕(法第16条

の2第3項の厚生労働省令で定める給

水装置の軽微な変更を除く。)又は撤
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新 旧 

去した者 去した者 

 (2)～(4)   （略）  (2)～(4)   （略） 
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令和６年議案第１１号 

 

   江南市介護保険条例の一部改正について 

 

 江南市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものとする。 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、令和６年４月１日から江南市介護保険料の改定をするため、

所要の整備を図る必要があるからであります。 
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   江南市介護保険条例の一部を改正する条例（案） 

 

 江南市介護保険条例（平成１２年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度

まで」に改め、同項第１号中「３２，０９４円」を「３０，７６７円」に改め、同項第

２号中「４８，１４１円」を「４６，３１９円」に改め、同項第３号中「４８，１４１

円」を「４６，６５７円」に改め、同項第４号中「５７，７６９円」を「６０，８５８

円」に改め、同項第５号中「６４，１８８円」を「６７，６２０円」に改め、同項第６

号中「７７，０２５円」を「８１，１４４円」に改め、同号イ中「又は第１１号イ」を

「、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同項

第７号中「８３，４４４円」を「８７，９０６円」に改め、同号イ中「又は第１１号イ」

を「、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同

項第８号中「９６，２８２円」を「１０１，４３０円」に改め、同号イ中「又は第１１

号イ」を「、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改

め、同項第９号中「１０９，１１９円」を「１１４，９５４円」に改め、同号ア中「５，

０００，０００円」を「４,２００，０００円」に改め、同号イ中「又は第１１号イ」

を「、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同

項第１０号中「１１５，５３８円」を「１２８，４７８円」に改め、同号ア中「５，０

００，０００円」を「４，２００，０００円」に、「７，０００，０００円」を「５，

２００，０００円」に改め、同号イ中「又は次号イ」を「、次号イ、第１２号イ、第１

３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同項第１１号中「１２１，９５７円」を

「１４２，００２円」に改め、同号ア中「７，０００，０００円」を「５，２００，０

００円」に、「１０，０００，０００円」を「６，２００，０００円」に改め、同号イ

中「部分を除く。）」の次に「、次号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」を

加え、同項第１２号中「１２８，３７６円」を「１８２，５７４円」に改め、同号を同

項第１６号とし、同項第１１号の次に次の４号を加える。 

（１２）次のいずれかに該当する者 １５５，５２６円 

  ア 合計所得金額が６，２００，０００円以上７，２００，０００円未満であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項
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第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ、第１４号イ又は第１５号イに

該当する者を除く。） 

（１３）次のいずれかに該当する者 １６２，２８８円 

  ア 合計所得金額が７，２００，０００円以上８，２００，０００円未満であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ又は第１５号イに該当する者を

除く。） 

（１４）次のいずれかに該当する者 １６９，０５０円 

  ア 合計所得金額が８，２００，０００円以上１０，０００，０００円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者を除く。） 

（１５）次のいずれかに該当する者 １７５，８１２円 

  ア 合計所得金額が１０，０００，０００円以上１２，０００，０００円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（（１）に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

 第３条第２項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度ま

で」に、「１９，２５６円」を「１９，２７１円」に改め、同条第３項中「令和３年度

から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、「１９，２５６円」を

「１９，２７１円」に、「３２，０９４円」を「３２，７９５円」に改め、同条第４項

中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、「１９，

２５６円」を「１９，２７１円」に、「４４，９３１円」を「４６，３１９円」に改め

る。 

 第５条第３項中「又は第９号ロ」を「、第９号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ、第１２

号ロ又は第１３号ロ」に、「第９号まで」を「第１３号まで」に改める。 

 

   附 則 
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 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 改正後の江南市介護保険条例第３条第１項から第４項までの規定は、令和６

年度分の保険料から適用し、令和５年度以前の年度分の保険料については、なお従

前の例による。 
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（参 考） 

   江南市介護保険条例の一部を改正する条例（案）の新旧対照表 

新 旧 

 (保険料率)  (保険料率) 

第3条 令和6年度から令和8年度までの各

年度における保険料率は、次の各号に掲

げる第1号被保険者(介護保険法(平成9年

法律第123号。以下「法」という。)第9条

第1号に規定する第1号被保険者をいう。

以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める額とする。 

第3条 令和3年度から令和5年度までの各

年度における保険料率は、次の各号に掲

げる第1号被保険者(介護保険法(平成9年

法律第123号。以下「法」という。)第9条

第1号に規定する第1号被保険者をいう。

以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める額とする。 

 (1) 介護保険法施行令(平成10年政令

第412号。以下「令」という。)第39条

第1項第1号に掲げる者 30,767円 

 (1) 介護保険法施行令(平成10年政令

第412号。以下「令」という。)第39条

第1項第1号に掲げる者 32,094円 

 (2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 

46,319円 

 (2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 

48,141円 

 (3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 

46,657円 

 (3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 

48,141円 

 (4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 

60,858円 

 (4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 

57,769円 

 (5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 

67,620円 

 (5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 

64,188円 

 (6) 次のいずれかに該当する者 81,14

4円 

 (6) 次のいずれかに該当する者 77,02

5円 

  ア   （略）   ア   （略） 

  イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの

(令第39条第1項第1号イ((1)に係る

部分を除く。)、次号イ、第8号イ、

第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12

  イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの

(令第39条第1項第1号イ((1)に係る

部分を除く。)、次号イ、第8号イ、

第9号イ、第10号イ又は第11号イに
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号イ、第13号イ、第14号イ又は第15

号イに該当する者を除く。) 

該当する者を除く。) 

 (7) 次のいずれかに該当する者 87,90

6円 

 (7) 次のいずれかに該当する者 83,44

4円 

  ア   （略）   ア   （略） 

  イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの

(令第39条第1項第1号イ((1)に係る

部分を除く。)、次号イ、第9号イ、

第10号イ、第11号イ、第12号イ、第

13号イ、第14号イ又は第15号イに該

当する者を除く。) 

  イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの

(令第39条第1項第1号イ((1)に係る

部分を除く。)、次号イ、第9号イ、

第10号イ又は第11号イに該当する

者を除く。) 

 (8) 次のいずれかに該当する者 101,4

30円 

 (8) 次のいずれかに該当する者 96,28

2円 

  ア   （略）   ア   （略） 

  イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの

(令第39条第1項第1号イ((1)に係る

部分を除く。)、次号イ、第10号イ、

第11号イ、第12号イ、第13号イ、第

14号イ又は第15号イに該当する者

を除く。) 

  イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの

(令第39条第1項第1号イ((1)に係る

部分を除く。)、次号イ、第10号イ又

は第11号イに該当する者を除く。) 

 (9) 次のいずれかに該当する者 114,9

54円 

 (9) 次のいずれかに該当する者 109,1

19円 

  ア 合計所得金額が3,200,000円以上

4,200,000円未満であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しないもの 

  ア 合計所得金額が3,200,000円以上

5,000,000円未満であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しないもの 
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  イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの

(令第39条第1項第1号イ((1)に係る

部分を除く。)、次号イ、第11号イ、

第12号イ、第13号イ、第14号イ又は

第15号イに該当する者を除く。) 

  イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの

(令第39条第1項第1号イ((1)に係る

部分を除く。)、次号イ又は第11号イ

に該当する者を除く。) 

 (10) 次のいずれかに該当する者 12

8,478円 

 (10) 次のいずれかに該当する者 11

5,538円 

  ア 合計所得金額が4,200,000円以上

5,200,000円未満であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しないもの 

  ア 合計所得金額が5,000,000円以上

7,000,000円未満であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの

(令第39条第1項第1号イ((1)に係る

部分を除く。)、次号イ、第12号イ、

第13号イ、第14号イ又は第15号イに

該当する者を除く。) 

  イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの

(令第39条第1項第1号イ((1)に係る

部分を除く。)又は次号イに該当す

る者を除く。) 

 (11) 次のいずれかに該当する者 142,

002円 

 (11) 次のいずれかに該当する者 121,

957円 

  ア 合計所得金額が5,200,000円以上

6,200,000円未満であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しないもの 

  ア 合計所得金額が7,000,000円以上

10,000,000円未満であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの

(令第39条第1項第1号イ((1)に係る

  イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの

(令第39条第1項第1号イ((1)に係る
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部分を除く。)、次号イ、第13号イ、

第14号イ又は第15号イに該当する

者を除く。) 

部分を除く。)に該当する者を除

く。) 

 (12) 次のいずれかに該当する者 155,

526円 

 

  ア 合計所得金額が6,200,000円以上

7,200,000円未満であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しないもの 

 

  イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの

(令第39条第1項第1号イ((1)に係る

部分を除く。)、次号イ、第14号イ又

は第15号イに該当する者を除く。) 

 

 (13) 次のいずれかに該当する者 162,

288円 

 

  ア 合計所得金額が7,200,000円以上

8,200,000円未満であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しないもの 

 

  イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの

(令第39条第1項第1号イ((1)に係る

部分を除く。)、次号イ又は第15号イ

に該当する者を除く。) 

 

 (14) 次のいずれかに該当する者 169,

050円 

 

  ア 合計所得金額が8,200,000円以上

10,000,000円未満であり、かつ、前
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各号のいずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの

(令第39条第1項第1号イ((1)に係る

部分を除く。)又は次号イに該当す

る者を除く。) 

 

 (15) 次のいずれかに該当する者 175,

812円 

 

  ア 合計所得金額が10,000,000円以

上12,000,000円未満であり、かつ、

前各号のいずれにも該当しないも

の 

 

  イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの

(令第39条第1項第1号イ((1)に係る

部分を除く。)に該当する者を除

く。) 

 

 (16) 前各号のいずれにも該当しない者

 182,574円 

 (12) 前各号のいずれにも該当しない者

 128,376円 

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者につ

いての保険料の減額賦課に係る令和6年

度から令和8年度までの各年度における

保険料率は、同号の規定にかかわらず、

19,271円とする。 

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者につ

いての保険料の減額賦課に係る令和3年

度から令和5年度までの各年度における

保険料率は、同号の規定にかかわらず、

19,256円とする。 

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1

号被保険者についての保険料の減額賦課

に係る令和6年度から令和8年度までの各

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1

号被保険者についての保険料の減額賦課

に係る令和3年度から令和5年度までの各
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年度における保険料率について準用す

る。この場合において、前項中「19,271

円」とあるのは、「32,795円」と読み替え

るものとする。 

年度における保険料率について準用す

る。この場合において、前項中「19,256

円」とあるのは、「32,094円」と読み替え

るものとする。 

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第

1号被保険者についての保険料の減額賦

課に係る令和6年度から令和8年度までの

各年度における保険料率について準用す

る。この場合において、第2項中「19,271

円」とあるのは、「46,319円」と読み替え

るものとする。 

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第

1号被保険者についての保険料の減額賦

課に係る令和3年度から令和5年度までの

各年度における保険料率について準用す

る。この場合において、第2項中「19,256

円」とあるのは、「44,931円」と読み替え

るものとする。 

5   （略） 5   （略） 

 (賦課期日後において第1号被保険者の

資格取得、喪失等があった場合の保険料

の額) 

 (賦課期日後において第1号被保険者の

資格取得、喪失等があった場合の保険料

の額) 

第5条   （略） 

2   （略） 

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項

第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の

受給権を有するに至った者及び(1)に係

る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、

第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、

第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、

第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当

するに至った第1号被保険者に係る保険

料の額は、当該該当するに至った日の属

する月の前月まで月割りにより算定した

当該第1号被保険者に係る保険料の額と

当該該当するに至った日の属する月から

令第39条第1項第1号から第13号までのい

ずれかに規定する者として月割りにより

第5条   （略） 

2   （略） 

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項

第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の

受給権を有するに至った者及び(1)に係

る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、

第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、

第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当する

に至った第1号被保険者に係る保険料の

額は、当該該当するに至った日の属する

月の前月まで月割りにより算定した当該

第1号被保険者に係る保険料の額と当該

該当するに至った日の属する月から令第

39条第1項第1号から第9号までのいずれ

かに規定する者として月割りにより算定

した保険料の額の合算額とする。 
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算定した保険料の額の合算額とする。 

4   （略） 

 

4   （略） 
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（参 考） 

 

介護保険条例一部改正（案）の概要 

 

１．改正の目的 

この案を提出するのは、令和６年４月１日から江南市介護保険料の改定をするため、

所要の整備を図る必要があるからであります。 

 

２．改正の概要 

（１）第９期における第１号被保険者の保険料基準月額 

  令和６年度から令和８年度までの３年間の保険料は、介護保険事業費の見込額等

を基に算出し、月額５，６３５円となりました。第８期が月額５，３４９円でした

ので、２８６円の増額となります。市民税を課税されていない世帯に属する方が対

象である第１～３段階は、国の方針により消費税率の引上げ分を財源に軽減します。 

 

（２）所得段階の１３段階、１４段階、１５段階、１６段階を設定 

  所得段階を従来の１２段階に加えて、令和６年度から１３段階、１４段階、１５

段階、１６段階を新たに設定します。 
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所得段階 対 象 者 
所得段階別 
割 合 

保険料 
(年額) 

第１段階 
・生活保護を受けている方 

・市民税を課税されていない世帯に属し、合計所得金額と課税年金収入額の

合計が 80 万円以下の方 

0.455 

→0.285 
19,200 円 

第２段階 
・市民税を課税されていない世帯に属し、合計所得金額と課税年金収入額の

合計が 80 万円超 120 万円以下の方 

0.685 
→0.485 

32,700 円 

第３段階 
・市民税を課税されていない世帯に属し、合計所得金額と課税年金収入額の

合計が 120 万円を超える方 

0.69 
→0.685 

46,300 円 

第４段階 
・世帯の誰かが市民税を課税されているが、本人は市民税を課税されていない

方で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80 万円以下の方 
0.90 60,800 円 

第５段階 

（基準） 

・世帯の誰かが市民税を課税されているが、本人は市民税を課税されていない

方で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80 万円を超える方 
1.00 67,600 円 

第６段階 ・本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が 120 万円未満の方 1.20 81,１00 円 

第７段階 
・本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が 120 万円以上 210 万

円未満の方 
1.30 87,900 円 

第８段階 
・本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が 210 万円以上 320 万

円未満の方 
1.50 101,400 円 

第９段階 
・本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が 320 万円以上 420 万

円未満の方 
1.70 114,900 円 

第 10段階 
・本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が 420 万円以上 520 万

円未満の方 
1.90 128,400 円 

第 11段階 
・本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が 520 万円以上 620 万

円未満の方 
2.10 142,000 円 

第 12段階 
・本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が 620 万円以上 720 万

円未満の方 
2.30 155,500 円 

第 13段階 
・本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が 720 万円以上 820 万

円未満の方 
2.40 162,200 円 

第 14段階 
・本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が 820 万円以上 1,000

万円未満の方 
2.50 169,000 円 

第 15段階 
・本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が 1,000 万円以上 1,200

万円未満の方 
2.60 175,800 円 

第 16段階 ・本人が市民税を課税されており、かつ合計所得金額が 1,200 万円以上の方 2.70 182,500 円 

※市民税を課税されていない世帯に属する方が対象である第１～３段階は、国の方針により消費税率の引上げ分を財源

に軽減されています。 
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令和６年議案第１２号 

 

   江南市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定

める条例の一部改正について 

 

 江南市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものとする。 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、江南市地域包括支援センターの人員に係る基準を新たに定

める等のため、改正する必要があるからであります。 
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   江南市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例（案） 

 

 江南市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める

条例（平成２６年条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条第２項中「地域包括支援センター運営協議会（指定居宅サービス事業者等（法

第２２条第３項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。）又はこれらの者に係る

団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第１号被保険者若しくは第２号被保険者

の代表者、地域住民の権利擁護を行い、又は相談に応ずる団体等の代表者、地域にお

ける保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案し

て市長が適当と認める者により構成されるものをいう。次条第２項において同じ。）」

を「江南市高齢者福祉審議会」に改める。 

 第４条第２項中「前項の」を「前２項の」に、「地域包括支援センター運営協議会」

を「江南市高齢者福祉審議会」に改め、同項の表中「前項各号」を「第１項各号」に、

「前項第１号」を「第１項第１号」に改め、同項を同条第３項とし、第１項の次に次の

１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、１の地域包括支援センターが担当する区域における第

１号被保険者の数がおおむね６，０００人以上である場合に置くべき専らその職務

に従事する常勤の職員の員数は、前項の規定による員数に、当該区域における第１

号被保険者の数がおおむね２，０００人まで増加するごとに同項第１号から第３号

までに掲げる者のいずれか１人を加えた員数とする。 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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（参 考） 

   江南市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例（案）の新旧対照表 

新 旧 

 (包括的支援事業の基本方針)  (包括的支援事業の基本方針) 

第3条   （略） 第3条   （略） 

2 地域包括支援センターは、江南市高齢

者福祉審議会の意見を踏まえて、適切、

公正かつ中立な運営を確保しなければ

ならない。 

2 地域包括支援センターは、地域包括支

援センター運営協議会(指定居宅サービ

ス事業者等(法第22条第3項に規定する

指定居宅サービス事業者等をいう。)又

はこれらの者に係る団体の代表者、居宅

サービス等の利用者又は第1号被保険者

若しくは第2号被保険者の代表者、地域

住民の権利擁護を行い、又は相談に応ず

る団体等の代表者、地域における保健、

医療又は福祉に関する学識経験を有す

る者等のうち、地域の実情を勘案して市

長が適当と認める者により構成される

ものをいう。次条第2項において同じ。)

の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立

な運営を確保しなければならない。 

 (地域包括支援センターの職員に係る基

準) 

 (地域包括支援センターの職員に係る基

準) 

第4条   （略） 第4条   （略） 

2 前項の規定にかかわらず、1の地域包括

支援センターが担当する区域における第

1号被保険者の数がおおむね6,000人以上

である場合に置くべき専らその職務に従

事する常勤の職員の員数は、前項の規定

による員数に、当該区域における第1号被

保険者の数がおおむね2,000人まで増加

するごとに同項第1号から第3号までに掲
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新 旧 

げる者のいずれか1人を加えた員数とす

る。 

3 前2項の規定にかかわらず、地理的条件

その他の条件を勘案して特定の生活圏域

に1の地域包括支援センターを設置する

ことが必要であると江南市高齢者福祉審

議会において認められた場合は、地域包

括支援センターに置くべき職員及びその

員数は、次の表の左欄に掲げる担当する

区域における第1号被保険者の数に応じ、

それぞれ同表の右欄に定めるところによ

ることができる。 

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件

その他の条件を勘案して特定の生活圏域

に1の地域包括支援センターを設置する

ことが必要であると地域包括支援センタ

ー運営協議会において認められた場合

は、地域包括支援センターに置くべき職

員及びその員数は、次の表の左欄に掲げ

る担当する区域における第1号被保険者

の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定め

るところによることができる。 

担当する区

域における

第1号被保険

者の数 

地域包括支援センターに

置くべき職員及びその員

数 

お お む ね

1,000人未満 

第1項各号に掲げる者のう

ちから1人又は2人 

お お む ね

1,000人以上

2,000人未満 

第1項各号に掲げる者のう

ちから2人(うち1人は、専

らその職務に従事する常

勤の職員とする。) 

お お む ね

2,000人以上

3,000人未満 

専らその職務に従事する

常勤の第1項第1号に掲げ

る者1人及び専らその職務

に従事する常勤の同項第2

号又は第3号に掲げる者の

いずれか1人 
 

担当する区

域における

第1号被保険

者の数 

地域包括支援センターに

置くべき職員及びその員

数 

お お む ね

1,000人未満 

前項各号に掲げる者のう

ちから1人又は2人 

お お む ね

1,000人以上

2,000人未満 

前項各号に掲げる者のう

ちから2人(うち1人は、専

らその職務に従事する常

勤の職員とする。) 

お お む ね

2,000人以上

3,000人未満 

専らその職務に従事する

常勤の前項第1号に掲げる

者1人及び専らその職務に

従事する常勤の同項第2号

又は第3号に掲げる者のい

ずれか1人 
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令和６年議案第１３号 

 

   江南市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

 江南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものとする。 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、江南市国民健康保険の保険税率改定に伴い、所要の整備を

図る必要があるからであります。 
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   江南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案） 

 

 江南市国民健康保険税条例（昭和３１年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条第１項中「１００分の６．４０」を「１００分の７．３４」に改める。 

 第５条中「２３，６００円」を「３０，６００円」に改める。 

 第５条の２第１号中「２１，０００円」を「２０，８００円」に改め、同条第２号中

「１０，５００円」を「１０，４００円」に改め、同条第３号中「１５，７５０円」を

「１５，６００円」に改める。 

 第５条の３中「１００分の２．３５」を「１００分の２．９２」に改める。 

 第５条の５中「８，４００円」を「１１，６００円」に改める。 

 第５条の６第１号中「６，８００円」を「７，６００円」に改め、同条第２号中「３，

４００円」を「３，８００円」に改め、同条第３号中「５，１００円」を「５，７００

円」に改める。 

 第６条中「１００分の１．９０」を「１００分の２．２１」に改める。 

 第７条の２中「１０，４００円」を「１２，３００円」に改める。 

 第７条の３中「７，２００円」を「６，３００円」に改める。 

 第１２条第１項第１号ア中「１６，５２０円」を「２１，４２０円」に改め、同号イ

（ア）中「１４，７００円」を「１４，５６０円」に改め、同イ（イ）中「７，３５０

円」を「７，２８０円」に改め、同イ（ウ）中「１１，０２５円」を「１０，９２０円」

に改め、同号ウ中「５，８８０円」を「８，１２０円」に改め、同号エ（ア）中「４，

７６０円」を「５，３２０円」に改め、同エ（イ）中「２，３８０円」を「２，６６０

円」に改め、同エ（ウ）中「３，５７０円」を「３，９９０円」に改め、同号オ中「７，

２８０円」を「８，６１０円」に改め、同号カ中「５，０４０円」を「４，４１０円」

に改め、同項第２号ア中「１１，８００円」を「１５，３００円」に改め、同号イ（ア）

中「１０，５００円」を「１０，４００円」に改め、同イ（イ）中「５，２５０円」を

「５，２００円」に改め、同イ（ウ）中「７，８７５円」を「７，８００円」に改め、

同号ウ中「４，２００円」を「５，８００円」に改め、同号エ（ア）中「３，４００円」

を「３，８００円」に改め、同エ（イ）中「１，７００円」を「１，９００円」に改め、

同エ（ウ）中「２，５５０円」を「２，８５０円」に改め、同号オ中「５，２００円」

を「６，１５０円」に改め、同号カ中「３，６００円」を「３，１５０円」に改め、同

項第３号ア中「４，７２０円」を「６，１２０円」に改め、同号イ（ア）中「４，２０
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０円」を「４，１６０円」に改め、同イ（イ）中「２，１００円」を「２，０８０円」

に改め、同イ（ウ）中「３，１５０円」を「３，１２０円」に改め、同号ウ中「１，６

８０円」を「２，３２０円」に改め、同号エ（ア）中「１，３６０円」を「１，５２０

円」に改め、同エ（イ）中「６８０円」を「７６０円」に改め、同エ（ウ）中「１，０

２０円」を「１，１４０円」に改め、同号オ中「２，０８０円」を「２，４６０円」に

改め、同号カ中「１，４４０円」を「１，２６０円」に改め、同条第２項第１号ア中

「３，５４０円」を「４，５９０円」に改め、同号イ中「５，９００円」を「７，６５

０円」に改め、同号ウ中「９，４４０円」を「１２，２４０円」に改め、同号エ中「１

１，８００円」を「１５，３００円」に改め、同項第２号ア中「１，２６０円」を「１，

７４０円」に改め、同号イ中「２，１００円」を「２，９００円」に改め、同号ウ中「３，

３６０円」を「４，６４０円」に改め、同号エ中「４，２００円」を「５，８００円」

に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の江南市国民健康保険税条例の規定は、令和６年度以後の年度分の国民健

康保険税について適用し、令和５年度分までの国民健康保険税については、なお従

前の例による。 

- 94 -



（参 考） 

   江南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案）の新旧対照表 

新 旧 

 (国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の所得割額) 

 (国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の所得割額) 

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日

の属する年の前年の所得に係る地方税法

(昭和25年法律第226号。以下「法」とい

う。)第314条の2第1項に規定する総所得

金額及び山林所得金額の合計額から同条

第2項の規定による控除した後の総所得

金額及び山林所得金額の合計額(以下「基

礎控除後の総所得金額等」という。)に100

分の7.34を乗じて算定する。 

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日

の属する年の前年の所得に係る地方税法

(昭和25年法律第226号。以下「法」とい

う。)第314条の2第1項に規定する総所得

金額及び山林所得金額の合計額から同条

第2項の規定による控除した後の総所得

金額及び山林所得金額の合計額(以下「基

礎控除後の総所得金額等」という。)に100

分の6.40を乗じて算定する。 

2   （略） 2   （略） 

 (国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の被保険者均等割額) 

 (国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の被保険者均等割額) 

第5条 第2条第2項の被保険者均等割額

は、被保険者1人について30,600円とす

る。 

第5条 第2条第2項の被保険者均等割額

は、被保険者1人について23,600円とす

る。 

 (国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の世帯別平等割額) 

 (国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の世帯別平等割額) 

第5条の2 第2条第2項の世帯別平等割額

は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額とする。 

第5条の2 同左 

 (1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国

民健康保険法第6条第8号の規定によ

り被保険者の資格を喪失した者であ

って、当該資格を喪失した日の前日以

後継続して同一の世帯に属するもの

をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属

する被保険者が属する世帯であって

 (1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国

民健康保険法第6条第8号の規定によ

り被保険者の資格を喪失した者であ

って、当該資格を喪失した日の前日以

後継続して同一の世帯に属するもの

をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属

する被保険者が属する世帯であって
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新 旧 

同日の属する月(以下この号において

「特定月」という。)以後5年を経過す

る月までの間にあるもの(当該世帯に

他の被保険者がいない場合に限る。)

をいう。次号、第5条の6、第12条第1項

及び第17条第2項第3号において同

じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯

所属者と同一の世帯に属する被保険

者が属する世帯であって特定月以後5

年を経過する月の翌月から特定月以

後8年を経過する月までの間にあるも

の(当該世帯に他の被保険者がいない

場合に限る。)をいう。第3号、第5条の

6、第12条第1項及び第17条第2項第3号

において同じ。)以外の世帯 20,800

円 

同日の属する月(以下この号において

「特定月」という。)以後5年を経過す

る月までの間にあるもの(当該世帯に

他の被保険者がいない場合に限る。)

をいう。次号、第5条の6、第12条第1項

及び第17条第2項第3号において同

じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯

所属者と同一の世帯に属する被保険

者が属する世帯であって特定月以後5

年を経過する月の翌月から特定月以

後8年を経過する月までの間にあるも

の(当該世帯に他の被保険者がいない

場合に限る。)をいう。第3号、第5条の

6、第12条第1項及び第17条第2項第3号

において同じ。)以外の世帯 21,000

円 

 (2) 特定世帯 10,400円  (2) 特定世帯 10,500円 

 (3) 特定継続世帯 15,600円  (3) 特定継続世帯 15,750円 

 (国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の所得割額) 

 (国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の所得割額) 

第5条の3 第2条第3項の所得割額は、基礎

控除後の総所得金額等に100分の2.92を

乗じて算定する。 

第5条の3 第2条第3項の所得割額は、基礎

控除後の総所得金額等に100分の2.35を

乗じて算定する。 

 (国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割

額) 

 (国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割

額) 

第5条の5 第2条第3項の被保険者均等割

額は、被保険者1人について11,600円とす

る。 

第5条の5 第2条第3項の被保険者均等割

額は、被保険者1人について8,400円とす

る。 

 (国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の世帯別平等割額) 

 (国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の世帯別平等割額) 
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新 旧 

第5条の6 第2条第3項の世帯別平等割額

は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額とする。 

第5条の6 同左 

 (1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の

世帯 7,600円 

 (1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の

世帯 6,800円 

 (2) 特定世帯 3,800円  (2) 特定世帯 3,400円 

 (3) 特定継続世帯 5,700円  (3) 特定継続世帯 5,100円 

 (介護納付金課税被保険者に係る所得割

額) 

 (介護納付金課税被保険者に係る所得割

額) 

第6条 第2条第4項の所得割額は、介護納

付金課税被保険者に係る基礎控除後の総

所得金額等に100分の2.21を乗じて算定

する。 

第6条 第2条第4項の所得割額は、介護納

付金課税被保険者に係る基礎控除後の総

所得金額等に100分の1.90を乗じて算定

する。 

 (介護納付金課税被保険者に係る被保険

者均等割額) 

 (介護納付金課税被保険者に係る被保険

者均等割額) 

第7条の2 第2条第4項の被保険者均等割

額は、介護納付金課税被保険者1人につい

て12,300円とする。 

第7条の2 第2条第4項の被保険者均等割

額は、介護納付金課税被保険者1人につい

て10,400円とする。 

 (介護納付金課税被保険者に係る世帯別

平等割額) 

 (介護納付金課税被保険者に係る世帯別

平等割額) 

第7条の3 第2条第4項の世帯別平等割額

は、1世帯について6,300円とする。 

第7条の3 第2条第4項の世帯別平等割額

は、1世帯について7,200円とする。 

 (国民健康保険税の減額)  (国民健康保険税の減額) 

第12条 次の各号のいずれかに掲げる国

民健康保険税の納税義務者に対して課す

る国民健康保険税の額は、第2条第2項本

文の基礎課税額からア及びイに掲げる額

を減額して得た額(当該減額して得た額

が650,000円を超える場合には、650,000

円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金

等課税額からウ及びエに掲げる額を減額

第12条 同左 
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して得た額 (当該減額して得た額が

220,000円を超える場合には、220,000円)

並びに同条第4項本文の介護納付金課税

額からオ及びカに掲げる額を減額して得

た額(当該減額して得た額が170,000円を

超える場合には、170,000円)の合算額と

する。 

 (1) 法第703条の5第1項に規定する総

所得金額及び山林所得金額の合算額

が、430,000円(納税義務者並びにその

世帯に属する国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得を有する者(前年中に法第703

条の5第1項に規定する総所得金額に

係る所得税法(昭和40年法律第33号)

第28条第1項に規定する給与所得につ

いて同条第3項に規定する給与所得控

除額の控除を受けた者(同条第1項に

規定する給与等の収入金額が550,000

円を超える者に限る。)をいう。以下こ

の号において同じ。)の数及び公的年

金等に係る所得を有する者(前年中に

法第703条の5第1項に規定する総所得

金額に係る所得税法第35条第3項に規

定する公的年金等に係る所得につい

て同条第4項に規定する公的年金等控

除額の控除を受けた者(年齢65歳未満

の者にあっては当該公的年金等の収

入金額が600,000円を超える者に限

り、年齢65歳以上の者にあっては当該

公的年金等の収入金額が1,100,000円

 (1) 同左 
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を超える者に限る。)をいい、給与所得

を有する者を除く。)の数の合計数(以

下この条において「給与所得者等の

数」という。)が2以上の場合にあって

は、430,000円に当該給与所得者等の

数から1を減じた数に100,000円を乗

じて得た金額を加算した金額)を超え

ない世帯に係る納税義務者 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の被保険者均等割額 被保

険者(第1条第2項に規定する世帯主

を除く。) 1人について 21,420円 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の被保険者均等割額 被保

険者(第1条第2項に規定する世帯主

を除く。) 1人について 16,520円 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れに定める額 

  イ 同左 

   (ア) 特定世帯及び特定継続世帯

以外の世帯 14,560円 

   (ア) 特定世帯及び特定継続世帯

以外の世帯 14,700円 

   (イ) 特定世帯 7,280円    (イ) 特定世帯 7,350円 

   (ウ) 特定継続世帯 10,920円    (ウ) 特定継続世帯 11,025円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者(第1条第2

項に規定する世帯主を除く。) 1人

について 8,120円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者(第1条第2

項に規定する世帯主を除く。) 1人

について 5,880円 

  エ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれに定める額 

  エ 同左 

   (ア) 特定世帯及び特定継続世帯

以外の世帯 5,320円 

   (ア) 特定世帯及び特定継続世帯

以外の世帯 4,760円 
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   (イ) 特定世帯 2,660円    (イ) 特定世帯 2,380円 

   (ウ) 特定継続世帯 3,990円    (ウ) 特定継続世帯 3,570円 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る被

保険者均等割額 介護納付金課税被

保険者(第1条第2項に規定する世帯

主を除く。) 1人について 8,610円 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る被

保険者均等割額 介護納付金課税被

保険者(第1条第2項に規定する世帯

主を除く。) 1人について 7,280円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る世

帯別平等割額 1世帯について 4,4

10円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る世

帯別平等割額 1世帯について 5,0

40円 

 (2) 法第703条の5第1項に規定する総

所得金額及び山林所得金額の合算額

が、430,000円(納税義務者並びにその

世帯に属する国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得者等の数が2以上の場合にあっ

ては、430,000円に当該給与所得者等

の数から1を減じた数に100,000円を

乗じて得た金額を加算した金額)に被

保険者及び特定同一世帯所属者1人に

つき290,000円を加算した金額を超え

ない世帯に係る納税義務者(前号に該

当する者を除く。) 

 (2) 同左 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の被保険者均等割額 被保

険者(第1条第2項に規定する世帯主

を除く。) 1人について 15,300円 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の被保険者均等割額 被保

険者(第1条第2項に規定する世帯主

を除く。) 1人について 11,800円 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れに定める額 

  イ 同左 

   (ア) 特定世帯及び特定継続世帯    (ア) 特定世帯及び特定継続世帯
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以外の世帯 10,400円 以外の世帯 10,500円 

   (イ) 特定世帯 5,200円    (イ) 特定世帯 5,250円 

   (ウ) 特定継続世帯 7,800円    (ウ) 特定継続世帯 7,875円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者(第1条第2

項に規定する世帯主を除く。) 1人

について 5,800円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者(第1条第2

項に規定する世帯主を除く。) 1人

について 4,200円 

  エ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれに定める額 

  エ 同左 

   (ア) 特定世帯及び特定継続世帯

以外の世帯 3,800円 

   (ア) 特定世帯及び特定継続世帯

以外の世帯 3,400円 

   (イ) 特定世帯 1,900円    (イ) 特定世帯 1,700円 

   (ウ) 特定継続世帯 2,850円    (ウ) 特定継続世帯 2,550円 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る被

保険者均等割額 介護納付金課税被

保険者(第1条第2項に規定する世帯

主を除く。) 1人について 6,150円 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る被

保険者均等割額 介護納付金課税被

保険者(第1条第2項に規定する世帯

主を除く。) 1人について 5,200円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る世

帯別平等割額 1世帯について 3,1

50円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る世

帯別平等割額 1世帯について 3,6

00円 

 (3) 法第703条の5第1項に規定する総

所得金額及び山林所得金額の合算額

が、430,000円(納税義務者並びにその

世帯に属する国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得者等の数が2以上の場合にあっ

ては、430,000円に当該給与所得者等

の数から1を減じた数に100,000円を

 (3) 同左 
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乗じて得た金額を加算した金額)に被

保険者及び特定同一世帯所属者1人に

つき535,000円を加算した金額を超え

ない世帯に係る納税義務者(前2号に

該当する者を除く。) 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の被保険者均等割額 被保

険者(第1条第2項に規定する世帯主

を除く。) 1人について 6,120円 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の被保険者均等割額 被保

険者(第1条第2項に規定する世帯主

を除く。) 1人について 4,720円 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れに定める額 

  イ 同左 

   (ア) 特定世帯及び特定継続世帯

以外の世帯 4,160円 

   (ア) 特定世帯及び特定継続世帯

以外の世帯 4,200円 

   (イ) 特定世帯 2,080円    (イ) 特定世帯 2,100円 

   (ウ) 特定継続世帯 3,120円    (ウ) 特定継続世帯 3,150円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者(第1条第2

項に規定する世帯主を除く。) 1人

について 2,320円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者(第1条第2

項に規定する世帯主を除く。) 1人

について 1,680円 

  エ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれに定める額 

  エ 同左 

   (ア) 特定世帯及び特定継続世帯

以外の世帯 1,520円 

   (ア) 特定世帯及び特定継続世帯

以外の世帯 1,360円 

   (イ) 特定世帯 760円    (イ) 特定世帯 680円 

   (ウ) 特定継続世帯 1,140円    (ウ) 特定継続世帯 1,020円 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る被  オ 介護納付金課税被保険者に係る被
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保険者均等割額 介護納付金課税被

保険者(第1条第2項に規定する世帯

主を除く。) 1人について 2,460円 

保険者均等割額 介護納付金課税被

保険者(第1条第2項に規定する世帯

主を除く。) 1人について 2,080円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る世

帯別平等割額 1世帯について 1,2

60円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る世

帯別平等割額 1世帯について 1,4

40円 

2 国民健康保険税の納税義務者の属する

世帯内に6歳に達する日以後の最初の3

月31日以前である被保険者(以下「未就

学児」という。)がある場合における当該

納税義務者に対して課する被保険者均

等割額(当該納税義務者の世帯に属する

未就学児につき算定した被保険者均等

割額(前項に規定する金額を減額するも

のとした場合にあっては、その減額後の

被保険者均等割額)に限る。)は、当該被

保険者均等割額から、次の各号に掲げる

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める

額を減額して得た額とする。 

2 同左 

 (1) 国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の被保険者均等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未

就学児1人について次に定める額 

 (1) 同左 

  ア 前項第1号アに規定する金額を減

額した世帯 4,590円 

  ア 前項第1号アに規定する金額を減

額した世帯 3,540円 

  イ 前項第2号アに規定する金額を減

額した世帯 7,650円 

  イ 前項第2号アに規定する金額を減

額した世帯 5,900円 

  ウ 前項第3号アに規定する金額を減

額した世帯 12,240円 

  ウ 前項第3号アに規定する金額を減

額した世帯 9,440円 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外

の世帯 15,300円 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外

の世帯 11,800円 
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 (2) 国民健康保険の被保険者に係る後

期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額 次に掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれ未就学児1人について

次に定める額 

 (2) 同左 

  ア 前項第1号ウに規定する金額を減

額した世帯 1,740円 

  ア 前項第1号ウに規定する金額を減

額した世帯 1,260円 

  イ 前項第2号ウに規定する金額を減

額した世帯 2,900円 

  イ 前項第2号ウに規定する金額を減

額した世帯 2,100円 

  ウ 前項第3号ウに規定する金額を減

額した世帯 4,640円 

  ウ 前項第3号ウに規定する金額を減

額した世帯 3,360円 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外

の世帯 5,800円 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外

の世帯 4,200円 

3   （略） 3   （略） 
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第3条、第5条、第5条の2、第12条

医療給付費分(改正前） 医療給付費分(改正後）

所得割 6.40 % 所得割 7.34 %

均等割 23,600 円 16,520 円 11,800 円 4,720 円 均等割 30,600 円 21,420 円 15,300 円 6,120 円

平等割 21,000 円 14,700 円 10,500 円 4,200 円 平等割 20,800 円 14,560 円 10,400 円 4,160 円

特定世帯
（平等割1/2）

10,500 円 7,350 円 5,250 円 2,100 円
特定世帯

（平等割1/2）
10,400 円 7,280 円 5,200 円 2,080 円

特定継続世帯
（平等割3/4）

15,750 円 11,025 円 7,875 円 3,150 円
特定継続世帯
（平等割3/4）

15,600 円 10,920 円 7,800 円 3,120 円

11,800 円 3,540 円 5,900 円 9,440 円 15,300 円 4,590 円 7,650 円 12,240 円

第5条の3、第5条の5、第5条の6、第12条

後期高齢者支援金分(改正前） 後期高齢者支援金分(改正後）

所得割 2.35 % 所得割 2.92 %

均等割 8,400 円 5,880 円 4,200 円 1,680 円 均等割 11,600 円 8,120 円 5,800 円 2,320 円

平等割 6,800 円 4,760 円 3,400 円 1,360 円 平等割 7,600 円 5,320 円 3,800 円 1,520 円

特定世帯
（平等割1/2）

3,400 円 2,380 円 1,700 円 680 円
特定世帯

（平等割1/2）
3,800 円 2,660 円 1,900 円 760 円

特定継続世帯
（平等割3/4）

5,100 円 3,570 円 2,550 円 1,020 円
特定継続世帯
（平等割3/4）

5,700 円 3,990 円 2,850 円 1,140 円

4,200 円 1,260 円 2,100 円 3,360 円 5,800 円 1,740 円 2,900 円 4,640 円

第6条、第7条の2、第7条の3、第12条

介護納付金分(改正前） 介護納付金分(改正後）

所得割 1.90 % 所得割 2.21 %

均等割 10,400 円 7,280 円 5,200 円 2,080 円 均等割 12,300 円 8,610 円 6,150 円 2,460 円

平等割 7,200 円 5,040 円 3,600 円 1,440 円 平等割 6,300 円 4,410 円 3,150 円 1,260 円

江南市国民健康保険税率等改定（案）

税率等
７割

軽減額
５割

軽減額
２割

軽減額
税率等

７割
軽減額

５割
軽減額

２割
軽減額

軽減
なし世帯

７割
軽減世帯

５割
軽減世帯

２割
軽減世帯

軽減
なし世帯

７割
軽減世帯

５割
軽減世帯

２割
軽減世帯

未就学児に係る
均等割の軽減額

未就学児に係る
均等割の軽減額 (5割減) (1.5割減) (2.5割減)(5割減)

２割
軽減世帯

軽減
なし世帯

(4割減)

５割
軽減額

２割
軽減額

(1.5割減) (2.5割減) (4割減)

７割
軽減額

税率等
７割

軽減額
５割

軽減額
２割

軽減額
税率等

５割
軽減世帯

２割
軽減世帯

未就学児に係る
均等割の軽減額

未就学児に係る
均等割の軽減額 (5割減) (1.5割減) (2.5割減) (4割減)(2.5割減)(5割減) (1.5割減) (4割減)

７割
軽減世帯

軽減
なし世帯

７割
軽減世帯

５割
軽減世帯

税率等
７割

軽減額
５割

軽減額
２割

軽減額
税率等

５割
軽減額

２割
軽減額

７割
軽減額
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（参　考）
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令和６年議案第１４号 

江南市立学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 江南市立学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別紙

のとおり定めるものとする。 

  令和６年２月２２日提出 

江南市長  澤田 和延

提案理由 

 この案を提出するのは、江南市立学習等供用施設中般若会館及び江南市立学習等供

用施設江森会館の譲渡に伴い、改正する必要があるからであります。 
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   江南市立学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

（案） 

 

 江南市立学習等供用施設の設置及び管理に関する条例（昭和５１年条例第２７号）

の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１江南市立学習等供用施設中般若会館の項及び江南市立学習等供用施設江森

会館の項を削る。 

 別表第２江南市立学習等供用施設中般若会館の項及び江南市立学習等供用施設江森

会館の項を削る。 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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（参 考） 

   江南市立学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

（案）の新旧対照表 

新 

 (設置) 

第2条   （略） 

2 施設の名称及び位置は、別表第1に定めるところによる。 

 (指定管理者による管理) 

第3条 市長は、別表第2に掲げる施設の設置の目的を効果的に達成するため、法第244

条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下

「指定管理者」という。)に別表第2に掲げる施設の管理を行わせるものとする。 

2   （略） 

別表第1(第2条関係) 

名称 位置 

江南市立草井地区学習等供用施設の項～江南市立宮田地区学習等供用施設の

項   （略） 

  

江南市立学習等供用施設鹿子島会館の項～江南市立学習等供用施設飛高会館

の項   （略） 

  

江南市立学習等供用施設村久野会館の項～江南市立学習等供用施設神明会館

の項   （略） 
 

別表第2(第3条関係) 

名称 

 

江南市立学習等供用施設鹿子島会館の項～江南市立学習等供用施設飛高会館

の項   （略） 

 

江南市立学習等供用施設村久野会館の項～江南市立学習等供用施設神明会館

の項   （略） 
 

 

- 110 -



 

 

 

旧 

 (設置) 

第2条   （略） 

2 施設の名称及び位置は、別表第1に定めるところによる。 

 (指定管理者による管理) 

第3条 市長は、別表第2に掲げる施設の設置の目的を効果的に達成するため、法第244

条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下

「指定管理者」という。)に別表第2に掲げる施設の管理を行わせるものとする。 

2   （略） 

別表第1(第2条関係) 

名称 位置 

江南市立草井地区学習等供用施設の項～江南市立宮田地区学習等供用施設の

項   （略） 

江南市立学習等供用施設中般若会館 江南市中般若町東50番地 

江南市立学習等供用施設鹿子島会館の項～江南市立学習等供用施設飛高会館

の項   （略） 

江南市立学習等供用施設江森会館 江南市江森町上65番地 

江南市立学習等供用施設村久野会館の項～江南市立学習等供用施設神明会館

の項   （略） 
 

別表第2(第3条関係) 

名称 

江南市立学習等供用施設中般若会館 

江南市立学習等供用施設鹿子島会館の項～江南市立学習等供用施設飛高会館

の項   （略） 

江南市立学習等供用施設江森会館 

江南市立学習等供用施設村久野会館の項～江南市立学習等供用施設神明会館

の項   （略） 
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令和６年議案第１５号 

 

   市道路線の認定及び廃止について 

 

 市道の路線を別添のとおり認定及び廃止したいので道路法（昭和２７年法律第１８

０号）第８条第２項及び第１０条第３項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、企業誘致等推進事業の推進等に伴い道路網の整備を図るた

め、市道路線を認定及び廃止する必要があるからであります。 
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認 定 路 線 

整 理 

番 号 
路 線 名 

起   点 

終   点 

主 要 

経過地 

１ 
市道東部第 

３８７号線 

 安良町池尻１４番地先 

 安良町池尻１２番地先 

 

２ 
市道東部第 

７２５号線 

布袋下山町東２４０番４地先 

 小折町桜雲３９番３地先 

 

３ 
市道東部第 

７２６号線 

小折町八竜１１３番地先 

小折町八竜１１２番地先 

 

４ 
市道東部第 

７２７号線 

宮後町砂場東３８５番９地先 

宮後町砂場東３８５番１１地先 

 

５ 
市道東部第 

７２８号線 

今市場町秋津３１５番地先 

今市場町秋津１６０番２地先 
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安良町池尻地内

認 定 路 線

①
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認 定 路 線

布袋
小学校

国道155号

布袋下山町東・小折町桜雲地内

②
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布袋東
保育園

認 定 路 線

小折町八竜地内

③
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認 定 路 線

宮後町砂場東地内

④

青木川
第2調節池
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今市場町秋津地内

認 定 路 線

布袋北
小学校

⑤
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廃 止 路 線 

整 理 

番 号 
路 線 名 

起   点 

終   点 

主 要 

経過地 

１ 
市道東部第 

３８７線 

 安良町池尻１４番地先 

 安良町池尻７６番地先 

 

２ 
市道北部第 

５００号線 

和田町栄１５１番地先 

 和田町栄１５５番地先 
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安良町池尻地内

廃 止 路 線

①
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和田町栄地内

②

廃 止 路 線
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（参　考）

整　理 起　　　　点

番　号 終　　　　点

市道東部第   安良町池尻１４番地先

３８７号線 　安良町池尻１２番地先

市道東部第 　布袋下山町東２４０番４地先

７２５号線 　小折町桜雲３９番３地先

市道東部第 　小折町八竜１１３番地先

７２６号線 　小折町八竜１１２番地先

市道東部第 　宮後町砂場東３８５番９地先

７２７号線 　宮後町砂場東３８５番１１地先

市道東部第 　今市場町秋津３１５番地先

７２８号線 　今市場町秋津１６０番２地先

整　理 起　　　　点

番　号 終　　　　点

市道東部第 　安良町池尻１４番地先

３８７号線 　安良町池尻７６番地先

市道北部第 　和田町栄１５１番地先

５００号線 　和田町栄１５５番地先

１
企業誘致等推進事業の
推進に伴い終点移動

１
企業誘致等推進事業の
推進に伴い終点移動

廃　止　路　線

４
宮後地区宅地開発に伴
い新規認定

路　線　名

２

理　　由

道路不存在のため廃止

３
道路認定漏れのため新
規認定

５
今市場地区宅地開発に
伴い新規認定

認　定　路　線

路　線　名 理　　由

２
県道から市道への降格
に伴い新規認定
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令和６年議案第１６号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 下記のとおり財産を無償譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

記 

 

１ 譲 渡 の 目 的  中般若区からの譲渡申請により、江南市公共施設等総合管理

計画の公共施設の管理における基本方針に基づき、中般若区

が指定管理者として維持管理を行っている学習等供用施設を

中般若区の所有とするため 

２ 譲渡の相手方   江南市中般若町東５０番地 

           中般若区 

３ 譲 渡 内 容  建物の無償譲渡 

４ 譲渡する財産   種  類  建物 

所  在  江南市中般若町東５０番地 

構  造  鉄筋コンクリート造 平家建 

延床面積  １２０．０５㎡ 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、江南市立学習等供用施設中般若会館を中般若区に無償譲渡

するため、必要があるからであります。
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（参 考） 

譲  渡  契  約  書 （案） 

 

江南市（以下「譲渡人」という。）と中般若区（以下「譲受人」という。）とは、次の条項に

より譲渡契約を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 譲渡人、譲受人両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

 

（譲渡物件） 

第２条 譲渡人は、次に表示する物件（以下「譲渡物件」という。）を譲受人に無償で譲渡す

る。 

所 在 地 江南市中般若町東５０番地 

主要用途 学習等供用施設 

構   造 鉄筋コンクリート造 平家建 

延床面積 １２０．０５㎡ 

 

（所有権の移転等） 

第３条 譲渡物件の所有権は、令和６年４月１日に譲渡人から譲受人に移転する。 

２ 譲渡物件は、前項の規定により所有権が譲受人に移転したときに、譲受人に引渡しがあっ

たものとする。 

  

（所有権の移転登記） 

第４条 前条第１項の規定により所有権が移転した後、譲渡人は遅滞なく所轄法務局に所有権

移転登記を嘱託する。 

２ 前項の所有権移転登記に要する費用は、譲受人の負担とする。 

 

（引渡し義務等） 

第５条 譲渡人は、譲渡の目的物を、譲渡の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約

したものであり、その目的物に係る担保の責任を負わない。ただし、特定した時の状態で引

き渡したことにより、譲渡の目的に供することができない場合には、譲受人は契約解除の協

議の申し入れをすることができる。 

  

（用途の指定） 

第６条 譲渡人は、譲渡物件について、次条及び第８条に定めるところにより、譲受人と用途

指定の特約をする。 

 

（指定用途） 

第７条 譲受人は、譲渡物件について、集会所として善良な管理者としての注意をもって使用
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しなければならない。 

 

（用途指定の変更） 

第８条 譲渡物件は国庫補助金により譲渡人が整備したことから、譲受人はこの契約の締結後、

「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）」第 22 条の

規定に基づく財産処分に係る建物の処分制限期間が満了するまで、譲渡物件を第三者に譲渡

し、所有権以外の権利を設定し、または解体等を行うときは、あらかじめ書面をもって譲渡

人に協議し、承認を得なければならない。 

 

（実地調査等） 

第９条 譲渡人は、第７条及び前条の規定に関し必要があると認めるときは、譲受人に対し、

譲渡物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出若しくは報告を求めることができる。 

２ 譲受人は、正当な理由なく前項に定める実地調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は資

料の提供若しくは報告を怠ってはならない。 

 

（契約の解除） 

第１０条 譲渡人は、譲受人が本契約に定める義務を履行しないとき、本契約を解除すること

ができる。 

 

（返還金等） 

第１１条 譲渡人は、前条の規定により本契約を解除した場合において、譲受人が支出した譲

渡に要した一切の費用は返還しない。 

２ 前項の規定により、契約が解除された場合において譲受人が損失をこうむることがあって

も、譲渡人はその損失を補償しないものとする。 

 

（損害賠償） 

第１２条 譲渡人は、譲受人がこの契約に定める義務を履行しないために損害を受けたときは、

その損害の賠償を請求することができる。 

 

（契約の費用） 

第１３条 この契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて譲受人の負担とする。 

 

（疑義の決定） 

第１４条 この契約に関して疑義があるとき、又はこの契約に定めのない事項については、譲

渡人、譲受人協議のうえ決定する。 

 

この契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その１

通を所持するものとする。 
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令和６年 ３月   日 

 

 

譲渡人      住 所  江南市赤童子町大堀９０番地 

氏 名  江南市 

市 長  澤田 和延   

 

 

譲受人      住 所  江南市中般若町東５０番地 

氏 名  中般若区 
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令和６年議案第１７号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

 下記のとおり財産を無償譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

記 

 

１ 譲 渡 の 目 的  江森区からの譲渡申請により、江南市公共施設等総合管理計

画の公共施設の管理における基本方針に基づき、江森区が指

定管理者として維持管理を行っている学習等供用施設を江森

区の所有とするため 

２ 譲渡の相手方   江南市江森町上６５番地 

           江森区 

３ 譲 渡 内 容  建物の無償譲渡 

４ 譲渡する財産   種  類  建物 

所  在  江南市江森町上６５番地 

構  造  鉄筋コンクリート造 平家建 

延床面積  １２０．７５㎡ 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、江南市立学習等供用施設江森会館を江森区に無償譲渡する

ため、必要があるからであります。
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（参 考） 

譲  渡  契  約  書  （案） 

 

江南市（以下「譲渡人」という。）と江森区（以下「譲受人」という。）とは、次の条項によ

り譲渡契約を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 譲渡人、譲受人両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

 

（譲渡物件） 

第２条 譲渡人は、次に表示する物件（以下「譲渡物件」という。）を譲受人に無償で譲渡す

る。 

所 在 地 江南市江森町上６５番地 

主要用途 学習等供用施設 

構   造 鉄筋コンクリート造 平家建 

延床面積 １２０．７５㎡ 

 

（所有権の移転等） 

第３条 譲渡物件の所有権は、令和６年４月１日に譲渡人から譲受人に移転する。 

２ 譲渡物件は、前項の規定により所有権が譲受人に移転したときに、譲受人に引渡しがあっ

たものとする。 

 

（所有権の移転登記） 

第４条 前条第１項の規定により所有権が移転した後、譲渡人は遅滞なく所轄法務局に所有権

移転登記を嘱託する。 

２ 前項の所有権移転登記に要する費用は、譲受人の負担とする。 

 

（引渡し義務等） 

第５条 譲渡人は、譲渡の目的物を、譲渡の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約

したものであり、その目的物に係る担保の責任を負わない。ただし、特定した時の状態で引

き渡したことにより、譲渡の目的に供することができない場合には、譲受人は契約解除の協

議の申し入れをすることができる。 

  

（用途の指定） 

第６条 譲渡人は、譲渡物件について、次条及び第８条に定めるところにより、譲受人と用途

指定の特約をする。 

 

（指定用途） 

第７条 譲受人は、譲渡物件について、集会所として善良な管理者としての注意をもって使用
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しなければならない。 

 

（用途指定の変更） 

第８条 譲渡物件は国庫補助金により譲渡人が整備したことから、譲受人はこの契約の締結後、

「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）」第 22 条の

規定に基づく財産処分に係る建物の処分制限期間が満了するまで、譲渡物件を第三者に譲渡

し、所有権以外の権利を設定し、または解体等を行うときは、あらかじめ書面をもって譲渡

人に協議し、承認を得なければならない。 

 

（実地調査等） 

第９条 譲渡人は、第７条及び前条の規定に関し必要があると認めるときは、譲受人に対し、

譲渡物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出若しくは報告を求めることができる。 

２ 譲受人は、正当な理由なく前項に定める実地調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は資

料の提供若しくは報告を怠ってはならない。 

 

（契約の解除） 

第１０条 譲渡人は、譲受人が本契約に定める義務を履行しないとき、本契約を解除すること

ができる。 

 

（返還金等） 

第１１条 譲渡人は、前条の規定により本契約を解除した場合において、譲受人が支出した譲

渡に要した一切の費用は返還しない。 

２ 前項の規定により、契約が解除された場合において譲受人が損失をこうむることがあって

も、譲渡人はその損失を補償しないものとする。 

 

（損害賠償） 

第１２条 譲渡人は、譲受人がこの契約に定める義務を履行しないために損害を受けたときは、

その損害の賠償を請求することができる。 

 

（契約の費用） 

第１３条 この契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて譲受人の負担とする。 

 

（疑義の決定） 

第１４条 この契約に関して疑義があるとき、又はこの契約に定めのない事項については、譲

渡人、譲受人協議のうえ決定する。 

 

この契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その１

通を所持するものとする。 
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令和６年  月   日 

 

 

譲渡人      住 所  江南市赤童子町大堀９０番地 

氏 名  江南市 

市長  澤田 和延   

 

 

譲受人      住 所  江南市江森町上６５番地 

氏 名  江森区 
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令和６年議案第１８号  

令和５年度江南市一般会計補正予算（第９号） 

 令和５年度江南市の一般会計の補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 125,922千円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 33,962,749千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入 

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（継続費の補正） 

第２条 既定の継続費の変更は、「第２表 継続費補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第３条 既定の繰越明許費の追加は、「第３表 繰越明許費補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 既定の地方債の追加及び変更は、「第４表 地方債補正」による。 

令和６年２月２２日提出  

江南市長  澤田 和延 
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出

3

,993,195

9

3 戸籍住民

△

基本台帳費 186,1

8

78 △9,746 17

0

6,432

,

4 選 挙 費 90,2

8

86 △30,695 5

5

9,591

8

5 統 計 調 査 費 8,

6

126 △1,489 6

予

,

,637

424,481

算

1

補

1 地 方 交 付 税 4,08

正

5,730 226,2

歳

57 4,311,98

　

7

1 地

入

方 交 付 税 4,085,730 226,257 4,311,987

15 国 庫 支 出 金 5,169,666 1,155,922 6,325,588

1 国 庫 負 担 金 3,3

款

21,769 214,

項

784 3,536,5

補

53

2

正

国 庫 補 助 金 409,5

第

前

28 241,148 6

の

50,676

額

4 国 庫 交 付 金 1

補

,417,366 69

　

9,990 2,117

正

,356

　

16 県 支 出

額

金 2,430,349

計

14,393 2,44

千

4,742

１

円

1 県 負 担 金 1,4

千

18,529 18,8

円

98 1,437,42

千

7

2 県

円

補 助 金 808,748 10,584 819,332

3 委 託 金 193,367 △11,589 181,778

表

4 県 交 付 金 9,705 △3,500 6,

1

205

市

18 寄 附 金 2

税

6,816 20,15

1

7 46,973

3

1 寄 附 金 26

,

,816 20,157

3

46,973

6

19 繰

　

8

入 金 2,371,40

,

1 △1,512,62

6

1 858,780

0

1 基 金 繰 入

4

金 2,371,401

△

△1,512,621

8

858,780

0

21

,

諸 収 入 984,959

8

1,128 986,0

歳

5

87

5

8

雑 入 740,745 1

1

,128 741,87

3

3

,

22 市 債 659,

2

900 49,700 7

8

09,600

7

1 市 債 659,

,

900 49,700 7

7

09,600

入

4

歳　　入　　合　

6

　計 34,088,671 △125,922 33,962,749

歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

1 議 会 費 251,013 △

1

1,321 249,6

歳

市

92

1

民

議 会 費 251,013

税

△1,321 249,

6

692

,

2 総 務 費 3,

5

830,718 6,3

0

06 3,837,02

5

4

1 総

,

務 管 理 費 2,944,

3

959 48,236 2
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款 項 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

3 民 生 費 16,113,254 76,536 16,189,790

1 社 会 福 祉 費 7,936,919 60,117 7,997,036

2 児 童 福 祉 費 6,021,639 6,240 6,027,879

3 生 活 保 護 費 2,131,782 10,179 2,141,961

4 衛 生 費 3,665,649 △191,523 3,474,126

1 保 健 衛 生 費 1,575,072 △107,750 1,467,322

2 清 掃 費 1,933,132 △82,977 1,850,155

3 上 水 道 費 157,445 △796 156,649

5 労 働 費 132,321 △726 131,595

1 労 働 費 132,321 △726 131,595

6 農 林 水 産 業 費 218,998 △13,057 205,941

1 農 業 費 218,987 △13,057 205,930

7 商 工 費 746,392 △59,261 687,131

1 商 工 費 746,392 △59,261 687,131

8 土 木 費 2,337,697 △28,486 2,309,211

2 道 路 橋 り ょ う 費 640,429 △2,783 637,646

3 河 川 費 154,177 △1,584 152,593

4 都 市 計 画 費 759,177 △14,936 744,241

6 下 水 道 費 596,140 △9,183 586,957

9 消 防 費 1,257,062 △4,302 1,252,760

1 消 防 費 1,257,062 △4,302 1,252,760

10 教 育 費 2,910,255 99,823 3,010,078

2 小 学 校 費 553,135 78,050 631,185

3 中 学 校 費 348,068 23,962 372,030

4 社 会 教 育 費 495,417 △792 494,625

5 保 健 体 育 費 1,104,956 △1,397 1,103,559

12 公 債 費 2,600,312 △9,911 2,590,401

1 公 債 費 2,600,312 △9,911 2,590,401

歳　　出　　合　　計 34,088,671 △125,922 33,962,749
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第２表 継続費補正 

 ［単位：千円］ 

款 項 事 業 名 
補 正 前        補  正  後 

総 額 年 度 年割額 総 額 年 度 年割額 

８ 

土木費 

３

河川費 

雨水貯留

施設整備

事業 

159,335 

令和５年度 21,406 

120,516 

令和５年度 19,822 

令和６年度 137,929 令和６年度 100,694 

第３表 繰越明許費補正 

 ［単位：千円］ 

款 項 事 業   名 金  額 

２ 総 務 費 １ 総 務管理費 市 制 ７ ０ 周 年 記 念 事 業 20,000 

４ 衛 生 費 １ 保 健衛生費 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 事 業 8,847 

８ 土 木 費 ４ 都 市計画費 布 袋 駅 付 近 鉄 道 高 架 化 整 備 事 業 12,175 

９ 消 防 費 １ 消 防 費 消 防 車 両 更 新 等 事 業 138,876 

10 教 育 費 

２ 小 学 校 費 学 校 施 設 改 修 （ Ｌ Ｅ Ｄ 化 ） 事 業 84,513 

３ 中 学 校 費 学 校 施 設 改 修 （ Ｌ Ｅ Ｄ 化 ） 事 業 31,141 
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第４表 地方債補正 

［単位：千円］ 

起債の目的        限度額     起債の方法 利 率 償還の方法 

学校施設改修事業（小学校） 45,700 

普通貸借 

又は 

証券発行 

4.0%以内 

（ た だ し 、 利

率 見 直 し 方

式で借り入れ

る 政 府 資 金

及 び 地 方 公

共 団 体 金 融

機 構 資 金 に

ついて、利率

の見直しを行

った後におい

ては、当該利

率 見 直 し 後

の利率） 

借入れの日から据置期間

を含めて 30 年以内償還。た

だし、市財政の都合により据

置期間及び償還期限を短縮

し、又は繰上償還もしくは低

利に借換えすることができ

る。 
学校施設改修事業（中学校） 16,600 

    ［単位：千円］ 

起 債 の 目 的        

補  正  前 補 正   後 

限 度 額     

起債 

の 

方法 

利率 

償還 

の 

方法 

限 度 額     

起債 

の 

方法 

利率 

償還 

の 

方法 

水 環 境 整 備 事 業 

（宮田導水路地区） 
28,100 

普通 

貸借 

又は 

証券 

発行 

4.0%以内 

(ただし、

利 率 見 直

し 方 式 で

借 り 入 れ

る 政 府 資

金 及 び 地

方 公 共 団

体 金 融 機

構 資 金 に

ついて、利

率 の 見 直

し を 行 っ

た 後 に お

いては、当

該 利 率 見

直 し 後 の

利率) 

借 入 れ

の 日 か ら

据 置 期 間

を 含 め て

30 年以内

償還。ただ

し、市財政

の 都 合 に

よ り 据 置

期 間 及 び

償 還 期 限

を短縮し、

又 は 繰 上

償 還 も し

く は 低 利

に 借 換 え

す る こ と

ができる。 

16,800 

補正 

前に 

同じ 

補正 

前に 

同じ 

補正 

前に 

同じ 

雨水貯留施設整備事業 2,200 2,000 

消 防 施 設 整 備 事 業 85,000 83,900 

計 659,900 709,600 
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4 △80,858 13,287,746

款

11 地 方 交 付

補

税 4,085,730

正

226,257 4,3

前

11,987

の

15 国 庫 支 出 金 5

予

,169,666 1,

算

155,922 6,3

額

25,588

補

16 県 支 出 金 2,

正

430,349 14,

予

393 2,444,7

算

42

18

額

寄 附 金 26,816 2

計

0,157 46,97

千

3

19 繰

円

入 金 2,371,40

千

1 △1,512,62

円

1 858,780

千

21 諸 収 入 9

円

84,959 1,12

歳

8 986,087

入

22 市 債 65

歳

9,900 49,70

出

0 709,600

補

歳 入 合 計 3

正

4,088,671 △

予

125,922 33,

算

962,749

事 項 別 明 細 書

１　総括
（歳  入）

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

１　総括
（歳  入）

1 市 税 13,368,60

251,013 △1,321 249,692

2 総 務 費 3,830,718 6,306 3,837,024

生3 民

（歳 

費 16,113,254 76,536 16,189,790

4 衛 生 費 3,665,649 △191,523 3,474,126

5 労 働 費 132,321 △726 131,595

6 農 林 水 産 業 費 218,998 △13,057 205,941

 出

補款

7 商 工 費 746,3

正

92 △59,261 6

前

87,131

の予算

木 費8 土 2,

額

337,697 △28

補

,486 2,309,

）

正

211

予算額

9 消 防 費 1,2

計

57,062 △4,302 1,252,760

10 教 育 費 2,910,255 99,823 3,010,078

12 公 債 費 2,600,

千

312 △9,911 2

円

,590,401

千円 千円

歳 出 合 計 34,088,671 △125,922 33,962,749

1 議 会 費
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△1,321

△21,335 20,000 7,641

340

補

,150 △60 △26

正

3,554

予 算 額 の

54

財

9,061 7 △740

源

,591

内 訳

特

8

定

,969 △9,695

財 源

一 般 財

△500 △11,3

源

00 △1,257

137,471 △196,732

△3,180 △200 △25,106

国 県

△1,100 △3,

支

202

出 金 地 方

159,6

債

79 62,300 △1

そ

22,156

の 他

△9,911

千円 千

1,170,31

円

5 49,700 19,

千

947 △1,365,

円

884

千円
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２ 

額

2 衛生費国庫負担金 2,786 161,504 164,290

2 国庫補助金 409,528 241,148 650,676

1 総務費国庫補助金 27,205 △9,746 17,459

1 市税 13,36

2 民

8

生費国庫補助金 220

,

,491 1,241 2

6

21,732

04 △80,8

3 衛生費国

5

庫補助金 7,763 2

8

49,653 257,

1

416

3,287,746

4 国庫交付金 1,417,366 699,990 2,117,356

１款  市税１款  市税 １１款  地方交付税１款  市税 １１款  地方交付税 １５款  国庫支出金

1 市民税 6,505

 

,339 △80,858 6,424,481

2 法人 580,

科

947 △80,858

 

500,089

  

歳

   目 補

11 地方交付税 4,0

 

85,730 226,

 

257 4,311,9

正

87

  

 

前

1 地方交付

 

税 4,085,730

 

226,257 4,3

の

11,987

補  

1

 

地方交付税 4,085

 

,730 226,25

 

7 4,311,987

 

     正

15 国庫支出

計

金 5,169,666 1,155,922 6,325,588

 

1 国庫負担金 3,321,769 214,784 3,536,553

1 民生費国

 

庫負担金 3,317,182 53,280 3,370,462

款 項 目 予

入

    算    額 予    算    
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負担金 22,500

区　

生活困窮者自立相談支

　

援事業費負担金 441

　分 金　　　

1保 健 衛 生 費 1

額

61,504  [健康

［

づくり課] 

単

負 担 金

位

新型コロナウイルスワ

：

クチン接種対策費負担

千

金

円］　　

1戸 籍 住 民 △9,746  [市民サービス課] 
基 本 台 帳 費 個人番号カード交付事務費補助金
補 助 金

1社 会 福 祉 費 1,241  [福祉課] 
補 助 金 地域生活支援事業費補助金

1保 健 衛 生 費 249,653  [健康づくり課] 
補 助 金 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金

1現 年 課 税 分 △80,858  [税務課] 
法人税割

1地 方 交 付 税 226,257  [財政課] 
普通交付税

節

説 　　　　　　　　　　　　　

1社

　

会 福 祉 費 30,339

　

 [福祉課] 

明

負 担 金 障害者自立支援給付費負担金 10,173
障害児通所給付費負担金 18,394
 [保険年金課] 
国民健康保険基盤安定負担金 1,973
未就学児均等割保険税負担金 △285
産前産後期間保険税負担金 84
  166,976円×1/2

3生 活 保 護 費 22,941  [福祉課] 
負 担 金 生活保護医療扶助費
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歳 

1 民生費交付金 1,321,0

6 労働費交付金 8,

3

969 8,969

7 259,383

7 商

1

工費交付金 137,4

,

71 137,471

580,420

16 県支出金 2,430,349 14,393 2,444,742

1 県負担金 1,418,529 18,898 1,437,427

１５款  国庫支出金１５款  国庫支出金 １６款  県支出金

科 目 補  正  前  

 

の 補

入

  正

計

2 衛生費交付金 27,717 138,346 166,063

款 項 目 予    算    額 予    算  

4 教育費交付金 28,994

 

155,821 184

額

,815
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交 付 金 新型

　

コロナウイルス感染症

分

対応地方創生臨時交付

金

金

　　

3小 学 校 費 2

　

2,947  [教育課

額

] 

［

交 付 金 学校施設

単

環境改善交付金

位

  

：

20,912,000

千

円×1/3

円

  26

］

,982,000円×

　

1/3
  20,950,000円×1/3

4中 学 校 費 8,303  [教育課] 
交 付 金 学校施設環境改善交付金

  24,911,000円×1/3

5保 健 体 育 費 118,403  [学校給食課] 
交 付 金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

1労 働 費 8,969  [商工観光課] 
交 付 金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

1商 工 費 137,471  [商工観光課] 
交 付 金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

1児 童 福 祉 費 3,904  [こども政策課] 
交 付 金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 53

出産・子育て応援交付金 3,433
 [保育課] 
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 418

2社 会 福 祉 費 △5,489  [高齢者生きがい課] 
交 付 金 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 △14,864

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 5,584
 [福祉課] 
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 3,791

3生 活 保 護 費 260,968  [福祉課] 

節

交 付 金 新型コロナウイルス感染

説

症対応地方創生臨時交

 

付金

1保 健 衛 生 費 15,233  [環境課] 
交 付 金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 5,253

 [健康づくり課] 
新型コ

　

ロナウイルス感染症対

明

応地方創生臨時交付金 9,980

2清 掃 費 △5,587  [環境課] 
交 付 金 循環型社会形成推進交付金

3上 水 道 費 128,700  [水道課] 
交 付 金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 91,582

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 37,118

2社 会 教 育 費

区

6,168  [生涯学

　

習課] 
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歳 

3 委託金 193,367 △11,589 181,778

1 総務費委託金 187,325 △11,589 175,736

1 民生費県負担

4

金

県交付金 9,705 △

1

3,500 6,205

,417

2 農林水産業費

,

交付 2,472 △50

1

0 1,972

36 1

金

8,89

3 土木費交付

8

金 4,941 △3,0

1

00 1,941

,436,034

18 寄附金 26,816 20,157 46,973

１６款  県支出金１６款  県支出金 １８款  寄附金

 

科      

 

目 補  正  前  

2 県補助金 808,7

 

の

48 10,584 81

補

9,332

    

2 民生費県補助金 70

 

4,971 7,348

 

712,319

  

入

  正

計

款 項 目

3 衛生費県補助金 2

予

0,841 △442 2

 

0,399

   算   

6 土木費県補

 

助金 8,315 △18

額

0 8,135

予    算 

8 教育費県補

 

助金 53,451 3,

 

858 57,309

 額
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の市町村づくり補助金

　分

  　236,34

金

8円×1/2

　

  7

　

,480,000円×

　

1/2

額

［単位：千円］　　

3選 挙 費 △10,100  [総務課] 
委 託 金 愛知県議会議員選挙費委託金

4統 計 調 査 費 △1,489  [総務課] 
委 託 金 住宅・土地統計調査費委託金

1農 業 費 △500  [農政課] 
交 付 金 食料産業・６次産業化交付金

1都 市 計 画 費 △3,000  [都市計画課] 
交 付 金 あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金

1社 会 福 祉 費 18,898  [福祉課] 
負 担 金 障害者自立支援給付費負担金 5,086

障害児通所給付費負担金 9,197
 [保険年金課] 
国民健康保険基盤安定負担金 4,715
未就学児均等割保険税負担金 △142
産前産後期間保険税負担金 42
  166,976円×1/4

1社 会 福 祉 費 2,976  [高齢者生きがい課] 
補 助 金 介護施設等整備事業費補助金 2,3

節

56
 [福祉課] 

説 

地域生活支援事業費

　

補助金 620

　　

2

　

児 童 福 祉 費 4,372

　

 [こども政策課] 

　　

補 助 金 出産・子育て

　

応援事業費補助金 85

　

8

　

 [保育課] 

　　

保育環境改善等事業費

　

補助金 608

　

保育所

　

等給食費軽減対策支援

明

金 2,906

1保 健 衛 生 費 △442  [健康づくり課] 
補 助 金 健康増進事業費補助金

3都 市 計 画 費 △180  [都市整備課] 
補 助 金 街路改良事業費補助金

3保 健 体 育 費 3,858  [スポーツ推進課]

区

 

　

補 助 金 元気な愛知
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歳 

2 農林水産業債 55,700 △11,300 44,400

3 土木債 121,600 △200 121,400

4 消防債 142,400 △1,100 141,300

1 寄附金 26

5 教育債 49,

,

500 62,300 1

8

11,800

16 20,157 46,973

計 34,088,671 △125,922 33,962,749

１８款  寄附金１８款  寄附金 １９款  繰入金１８款  寄附金 １９款  繰入金 ２１款  諸収入
２２款  市債

1 総務費寄附金 24,559 20,00

 

0 44,559

科    

3 衛生

 

費寄附金 244 157

 

401

 

目 補  正 

1

 

9 繰入金 2,371,

前

401 △1,512,

 

621 858,780

 

 

の 補 

1 基金繰入金 2

 

,371,401 △1

 

,512,621 85

 

8,780

   

1 基

 

金繰入金 2,371,

入

 

401 △1,512,

 

621 858,780

正

計

21 諸収入 984,959 1,128 986,087

5 雑入 740,745 1,128 741,873

2 雑入 703,385 1,128 704,513

款 項 目 予    算    額 予    算

22 市債 659,90

 

0 49,700 709

 

,600

  額

1 市債 659,900 49,700 709,600
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　　分 金　　

1

　

農 業 債 △11,300

額

 [農政課] 

［

水環

単

境整備事業債（宮田導

位

水路地区）

：千円］　

2河 川 債 △200

　

 [下水道課] 
雨水貯留施設整備事業債

1消 防 債 △1,100  [消防総務課] 
消防施設整備事業債

2小 学 校 債 45,700  [教育課] 
学校施設改修事業債

3中 学 校 債 16,600  [教育課] 
学校施設改修事業債

1総 務 管 理 費 20,000  [秘書政策課] 
寄 附 金 企業版ふるさと寄附金

1清 掃 費 157  [環境課] 
寄 附 金 企業版ふるさと寄附金

1基 金 △1,512,

節

621  [財政課] 

説

繰 入 金 江南市財政調

 

整基金繰入金

　　　　　　　　　　　　　　　明

6健 康 診 査 等 △150  [健康づくり課] 
実 費 徴 収 費 健康診査実費徴収金

11雑 入 1,278  [都市計画課] 
江南市生活交通バス路線維持費補助金返還金 1,338
 [こども政策課] 
有料広告掲載料 △60

区　
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令和６年議案第１９号  

令和５年度江南市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 令和５年度江南市の国民健康保険特別会計の補正予算（第４号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 7,623 千円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 8,954,021 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入 

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和６年２月２２日提出  

江南市長  澤田 和延 
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出

,671,778 △8

予

,195 1,663,

算

583

補

3 県 支 出 金 6

正

,228,493 △7

歳

,623 6,220,

　

870

入

1 県 交 付 金 6,228,493 △7,623 6,220,870

5 繰 入 金 965,802 8,195 973,997

1 一 般 会 計 繰 入 金 650,670 8,195

款

658,865

項

歳　　入　　合

補

　　計 8,961,6

正

44 △7,623 8,

第

前

954,021

の額 補　正　額 計

千

１

円 千円 千円

表

1 国 民 健 康 保 険 税

　

1,671,778 △

歳

8,195 1,663

入

,583

歳

1 国 民 健 康 保 険 税 1
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歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

2 国民健康保険事業費 2,603,656 2,603,656
納 付 金

1 医 療 給 付 費 分 1,788,946 1,788,946

2 後期高齢者支援金等分 599,681 599,681

3 介 護 納 付 金 分 215,029 215,029

8 総 務 費 9,240 △7,623 1,617

1 総 務 管 理 費 9,240 △7,623 1,617

歳　　出　　合　　計 8,961,644 △7,623 8,954,021
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1,778 △8,195 1,663,583

款

3 県 支 出

補

金 6,228,493

正

△7,623 6,22

前

0,870

の

5 繰 入 金 965,8

予

02 8,195 973

算

,997

額

歳 入 合 計 8,961

補

,644 △7,623

正

8,954,021

予 算 額 計

千円 千円 千円

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

１　総括
（歳  入）

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

１　総括
（歳  入）

1 国 民 健 康 保 険 税 1,67

保険事業費 2,603,656 2,603,656
2
納 付 金

8 総 務 費 9,240 △7,623 1,617

（歳 

歳 出 合 計 8,961,644 △7,623 8,954,021

 出

款 補正前の予算額 補

）

正予算額 計

千円 千円 千円

国民健康
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8,195 △8,195

△7,623

補

△7,623 8,1

正

95 △8,195

予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円
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２ 

額

1 国民健康保険

計 8,961,6

税

44 △7,623 8,

1

954,021

１款 

,

 国民健康保険税１款

6

  国民健康保険税 ３

7

款  県支出金１款 

1

 国民健康保険税 ３款

,

  県支出金 ５款  

7

繰入金

78 △8,195 1,663,583

1 国民健康保険

 

税 1,671,778 △8,195 1,663,583

1 一

科

般被保険者国民 1,6

 

71,130 △8,1

 

95 1,662,93

 

5

歳

   目

健

補

康保険税

  正  

 

前  の 補     

 

     

3 県支出金 6

正

,228,493 △7,623 6,220,

計

870

 

1 県交付金 6,228,493 △7,623 6,220,870

1 保険給付費等交付 6,228,493 △7,623 6,220,87

 

0
金

5 繰

款

入金 965,802 8

項

,195 973,99

目

7

予

入

  

1 一般会計繰

 

入金 650,670 8

 

,195 658,86

算

5

   

1 一般会計繰

 

入金 650,670 8

額

,195 658,86

予

5

    算    
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基 盤 3,946 保険基

区

盤安定繰入金（保険者

　

支援分）

　

安 定 繰 入 金

　分

（ 保 険 者

金

支 援 分 ）

　　　

3未 就 学 児 △5

額

72 未就学児均等割保

［

険税繰入金

単

均 等 割

位：

保 険 税

千

繰 入 金

円］　

5財 政 安 定 化 △317

　

財政安定化支援事業繰入金
支 援 事 業
繰 入 金

7産 前 産 後 167 産前産後期間保険税繰入金
期 間 保 険
税 繰 入 金

1医療給付費分 △5,148 一般被保険者医療給付費分国民健康保険税現年課税分
現 年 課 税 分

2後 期 高 齢 者 △2,168 一般被保険者後期高齢者支援金分国民健康保険税現年課税分
支 援 金 分
現 年 課 税 分

3介護納付金分 △879 一般被保険者介護納付金分国民健康保険税現年課税分
現 年 課 税 分

節

説 　　　　　　　　　　　

2特 別 交 付 金 △7,

　

623 特別交付金

　　　明

1保 険 基 盤 4,971 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
安 定 繰 入 金
（ 保 険 税
軽 減 分 ）

2保 険
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３　

国

 

一般被保険者後期高齢

訳

者支援金等分　［単位

節

：千円］　　

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 節

民

補正前の 補      正
特定財源

目 計
予 算 額 予  算  額 一般財源 区  分 金  額国  県

地方債 その他
支出金

健

 1 一 般 被 599,681 599,681 2,168 △2,168 〔国民健康保険事業費納付金支払事業〕
  保

康

険 者 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分支払事
  

補

後 期 高

正

保

前の

  業

補  

  齢 者 支

    正

  援

険

特

金 等

定財源
目

  分

計
予 算 

事

額 予  算  額 一般

業

財源 区  分 金  額

費納

計 599,681 599,681 2,168 △2,168

歳

付金

国  県
地方

　

債 その他
支出金

１項　

 1 一 般 被

医

1,788,705 1

療

,788,705 5,

給

148 △5,148 〔

付

国民健康保険事業費納

　

費

付金支払事業〕

分 ２－

  保 険 者

１－１

・一

　

般被保険者医療給付費

一

分支払事業

般

　

被保

  医 療 給

険者医療給

  

付

付 費 分

費分

出

　［単位：千円］　　
　２款

補 正 予 算

　

 額 の

計 1,788

 

,946 1,788,

財

946 5,148 △5

 

,148

　２款　国民

源

健康保険事業費納付金

 

　２項　後期高齢者支

内

援金等分 ２－２－１　
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３　

国

一般被保険者後期高齢者支援金等分　［単位：千円］　　

説   

説

 

          

 

          

 

          

民

 

   明

    

事   

 

          

 

  業 備      

 

         考

  

健

      

〔国民健康保険事業

 

費納付金支払事業〕

   

康

    

・一般被保険者後期高

 

齢者支援金等分支払事

  明

保

  業
  （財源更正）

険

 
  〈特定財源〉
  そ　1,111千円　保険基盤

事

安定繰入金（保険税軽減分）
  　　　補正後61,457,000円－補正前60,346,000円
  そ　1,164千円　保険基盤安定繰入金（保険者

業

支援分）
  　　　補正後36,418,000円－補正前35,254,000円
  そ  △151千円　未就学児均等割保険税繰入金

費

事

  　　　

 

補正後907,000

 

円－補正前1,058

 

,000円

 

 

 

 そ　 　44千円　

 

産前産後期間保険税繰

 

入金

  

納

      業 備  

歳

付

          

金

   考

　１項　医療給

〔

付

国民健康保険事業費納

　

費

付金支払事業〕

分 ２－１－１

・一

　

般被保険者医療給付費

一

分支払事業

般

　

被保険者

  （財源更正）

医療給付費

 

分

出

　

  〈特定財源〉

［単

  そ　3,

位

081千円　保険基盤

：

安定繰入金（保険税軽

千

減分）

円

  　

］

　　補正後178,6

　

33,000円－補正

　

前175,552,0

　

00円
  そ　2,683千円　保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
  　　　補正後102,784,000円－補正前100,101,000円

２

  そ　△421千円　未就学児均等割保険税繰入金
  　　　補正後2,549,000円－補正前2,970,000円
  そ　△3

款

17千円　財政安定化支援事業繰入金
  　　　補正後27,427,000円－補正前27,744,000円
  そ　　122千円　産前産後期間保険税繰

　

入金

　２款　国民健康保険事業費納付金
　２項　後期高齢者支援金等分 ２－２－１　
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 歳

健

  管 理 費 ・国民健康保険システム改修事業（賦課）

康保険

補正前の 補 

計

 

9,240 △7,62

 

3 1,617 △7,6

 

23

 

事

 正
特定財源

目 計
予 

業

算 額 予  算  額

費

一般財源 区  分 金 

納

 額

付金

　

　

国  県

３

地方債 その他
支出金

項　介

 1 介

護

護 納 215,029 2

納

15,029 879 △

付

879 〔国民健康保険

金

事業費納付金支払事業

分

〕

出

２－

 

３

 付 金 分

－１　

・介護納付金分支

介

払事業

護納付
　

金分　［単位：千円］
２

　　
款

計 215,029 215,029 879 △879

　８款　総務費
　１

　

項　総務管理費 ８－１－１　一般管理費　［単位：千円］　　

補

補 正 予 算 額

 

 の 財 源 内 訳

正

節

 予

国

 

補正前の

算

補      正
特定

 

財源
目 計

予 算 額 予

額

  算  額 一般財源

 

区  分 金  額

の 財 

国  県
地方債 そ

源

の他
支出金

民

 内 

 1 一 般 9,2

訳

40 △7,623 1,

節

617 △7,623 12委 託 料 △7,623 〔国民健康保険システム改修事業〕 △7,623
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健

・国民健康保険システム改修事業（賦課）

康

12 委託料 ★★★★★　政策的事業　★★★★★
システム改修委託料

  〈特定財源〉
 県　△7,623

保

千円　特別交付金
補正後1,617,000円－補正前9,240,000円

  

 補正後1,

明

617,000円－補

険

正前9,240,000円

事業費納

事

付

業 備

金

     考

３項　介護納付

〔国民健康保険

金

事業費納付金支払事業

分

〕

２－３－１　

・介護納付金分支

介

払事業

護

  （

納

財源更正）

付金分

 〈特定財

　

源〉

［

 そ　

単

779千円　保険基盤

位

安定繰入金（保険税軽

：

減分）

千円

　　補正後26,28

］

4,000円－補正前

２
　

25,505,000円
 そ　 99千円　保険基盤安定繰入金（保険者支援分）

補正後12,751,000円－補正前12,652,000円

款

 そ 1千円　産前産後期間保険税繰入金

　８款　総務費
　１項　総務管理費 ８－１－１　一般管理費　［単位：千円］　

説

国

     明

事 業 備 考

民

説 

〔国民健康保険システム改修事業〕 △7,623
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令和６年議案第２０号  

令和５年度尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業特別会計補正予算（第３号） 

 令和５年度江南市の尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業特別会計の補

正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 4,521 千円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 28,344 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入 

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和６年２月２２日提出  

江南市長 澤田 和延 
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出

1 28,323

予

歳　　入　　合

算

　　計 32,865 △

補

4,521 28,34

正

4

歳　入

款 項 補正

第

前の額 補　正　額 計

千

１

円 千円 千円

表

3 繰 入 金 32,8

　

44 △4,521 28

歳

,323

入

1 一 般 会 計 繰 入 金 3

歳

2,844 △4,52
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歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

2 土地区画整理事業費 9,196 △4,521 4,675

1 土地区画整理事業費 9,196 △4,521 4,675

歳　　出　　合　　計 32,865 △4,521 28,344
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,521 28,323

歳 入 合

款

計 32,865 △4,

補

521 28,344

正前の予算額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

１　総括
（歳  入）

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

１　総括
（歳  入）

3 繰 入 金 32,844 △4

画整理事業費 9,196 △4,521 4,675

歳 出 合 計 32,865 △4,521 28,344

（歳  出

款 補正前の予算額 補

）

正予算額 計

千円 千円 千円

2 土地区
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△4,521

△4,521

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円
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２ 

額

3 繰入金 32,844 △4,521 28,323

1 一般会計繰入金 32,844 △4,

 

521 28,323

1 一般会計繰入金 32,844 △4,5

科

21 28,323

   

歳

   目

計 3

補

2,865 △4,52

 

1 28,344

３款 

 

 繰入金

正  

 

前  の 補 正

計

 

款 項 目 予

入

    算    額 予    算    

３　

土地区画

補正前の 補

整

正
特定財

理

源
目 計

予 算 額 予 

事

 算  額 一般財源

業

分区  金  額

費

国  県
地方債

　１項　

その他
支出金

土地区

 1 土地区画 9,

画

196 △4,521 4

整

,675 △4,521

理

12委 託 料 △4,52

事

1

歳　

業費

整 理
事 業 費

　出

計 9,196 △4,521 4,675 △4,521

　２款　

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 節
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区 分 金 額

［単位：千円］　　

1一 般 会 計 △4,521 一般会計繰入金
繰 入 金

節

説 明

説     明

事     業 備     考

〔計画策定事業〕 △4,521

２－１－１　

1

土

2 委託料 ★★ ★★

地

★★ 政策的事業　★

区

★★★

画整理事業

   公共施設移管図書作成委託料

［費　 単位：千

 〈特定財源〉
 そ　△4,521千円　一般会計繰入金

円］　

 　　補正後1,837,000円－補正前6,358,000円

 補正後0円－補正前4,521,000円
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令和６年議案第２１号　　

第１条　令和５年度江南市水道事業会計の補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。

第２条　令和５年度江南市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的

　収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（計）

   第１款   水道事業収益 千円 千円 千円

     第１項   営　業　収　益 千円 千円 千円

     第２項   営 業 外 収 益 千円 千円 千円

   第１款   水道事業費用 千円 千円 千円

     第１項   営　業　費　用 千円 千円 千円

     第２項   営 業 外 費 用 千円 千円 千円

第３条　予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる限度額を、次のとおり補正する。

（他会計からの補助金の補正）

第４条　令和５年度江南市水道事業会計補正予算(第１号)第５条に定めた江南市一般会計から

　この会計へ補助を受ける金額を「９９，２１７千円」から「９８，９４７千円」に改め、令

　和５年度江南市水道事業会計補正予算(第２号)第３条に定めた江南市一般会計からこの会計

　へ補助を受ける金額を「４８，５７０千円」から「４８，３７３千円」に改める。

事 項

水道料金等取扱業務委託料

補　　正　　前

287,226

20,041 85 20,126

（補正予定額）

1,667,139

1,379,444

1,403,009

1,381,667

287,693 △ 467

△ 330

補　　正　　後

137

△ 944

△ 1,029

1,666,809

期　　間

令和５年度～
令和１０年度

限 度 額 限 度 額

427,691 406,296

期　間

令和５年度～
令和１０年度

令和５年度江南市水道事業会計補正予算（第５号）

（総則）

（収益的収入及び支出の補正）

　　（科　　　目）

1,379,581

1,402,065

1,380,638

（既決予定額）

収　　　　入　　

支 出　　

（債務負担行為の補正）

[単位：千円]
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（継続費の補正）

第５条　令和５年度江南市水道事業会計補正予算(第１号)第４条に定めた継続費の総額及び年

　割額を、次のとおり補正する。

総額 年割額 総額 年割額

6,127 6,094

2,156 2,134

令和６年２月２２日提出　　

江南市長　　澤田　和延

8,228

款

１ 営業費用
令和６年度

事 　業 　名

8,283

補　　正　　前 補　　正　　後

年　度

令和５年度

年　度
項

[単位：千円]

１ 水道事業
　 費用

水道料金改
定検討事業

令和５年度

令和６年度
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　令和５年度江南市水道事業会計補正予算実施計画

 収　益　的　収　入　及　び　支　出
収　　　入

[単位：千円] 

補 正 前 の 額 補 正 額 計

1,667,139 △ 330 1,666,809

1 営 業 収 益 1,379,444 137 1,379,581

1 給 水 収 益 1,288,550 272 1,288,822

3 他 会 計 負 担 金 45,158 △ 135 45,023

2 営業外収益 287,693 △ 467 287,226

2 他 会 計 補 助 金 148,367 △ 467 147,900

支　　　出
[単位：千円] 

補 正 前 の 額 補 正 額 計

1,403,009 △ 944 1,402,065

1 営 業 費 用 1,381,667 △ 1,029 1,380,638

4 業 務 費 110,703 △ 996 109,707

5 総 係 費 59,047 △ 33 59,014

2 営業外費用 20,041 85 20,126

2 消費税及び地方消費税 72 85 157

款 項 目

水道事業
収 益

1

1 水道事業
費 用

目款 項
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[単位：千円]
１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 212,823

減価償却費 458,053

固定資産除却費 18,100

引当金の増減額（△は減少） △ 2,198

長期前受金戻入額 △ 131,443

 受取利息及び受取配当金 △ 6

支払利息 19,968

未収金の増減額（△は増加） △ 23,440

たな卸資産の増減額（△は増加） △ 3,283

未払金の増減額（△は減少） △ 2,368

小計 546,206

利息及び配当金の受取額 6

利息の支払額 △ 19,968

業務活動によるキャッシュ・フロー 526,244

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 846,506

有形固定資産の売却による収入 2

分担金及び負担金による収入 174,390

補助金等による収入 64,427

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 607,687

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 150,000

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 102,176

財務活動によるキャッシュ・フロー 47,824

資金増加額（又は減少額） △ 33,619

資金期首残高 1,222,702

資金期末残高 1,189,083

令和５年度江南市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで)
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 [単位：千円]

１ 　固　定　資　産

(1)有形固定資産

イ 土地 240,387

ロ 建物 358,856

減価償却累計額 △ 192,442 166,414

  ハ 構築物 21,260,449

減価償却累計額 △ 10,692,342 10,568,107

ニ 機械及び装置 2,200,294

減価償却累計額 △ 1,512,983 687,311

ホ 車両運搬具 12,309

減価償却累計額 △ 11,357 952

ヘ 工具器具及び備品 10,294

減価償却累計額 △ 9,594 700

ト 建設仮勘定 72,360

有形固定資産合計 11,736,231

(2)無形固定資産

 電話加入権 1,392

無形固定資産合計 1,392

 固定資産合計 11,737,623

２ 　流　動　資　産

(1)現金預金 1,189,083

(2)未収金 　 265,068

貸倒引当金 △ 500 264,568

(3)貯蔵品 1,718

流動資産合計 1,455,369

資産合計 13,192,992

令 和 ５ 年 度 江 南 市 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(令和６年３月３１日)

資      産      の      部

- 222 -



３ 　固　定　負　債

企業債

1,537,970

1,537,970

固定負債合計 1,537,970

４ 　流　動　負　債

(1)企業債

107,099

107,099

(2)未払金 288,466

(3)引当金

賞与引当金 9,191

引当金合計 9,191

(4)預り金 1,642

(5)その他流動負債 2,000

流動負債合計 408,398

５ 　繰　延　収　益

長期前受金 6,513,005

長期前受金収益化累計額 △ 3,073,143

繰延収益合計 3,439,862

負債合計 5,386,230

６ 　資　本　金

イ 固有資本金 19,946

ロ 出資金 1,182,247

ハ 組入資本金 5,526,440

資本金合計 6,728,633

７ 　剰　余　金

(1)資本剰余金

イ 負担金 196,744

ロ 受贈財産評価額 50,749

ハ 分担金 110,793

資本剰余金合計 358,286

(2)利益剰余金

当年度未処分利益剰余金 719,843

利益剰余金合計 719,843

剰余金合計 1,078,129

資本合計 7,806,762

負債資本合計 13,192,992

建設改良費等の財源に
充てるための企業債

企業債合計

資      本      の      部

負      債      の      部

建設改良費等の財源に
充てるための企業債

企業債合計
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  　　令和５年度江南市水道事業会計補正予算事項別明細書
　　　　収 益 的 収 入 及 び 支 出
　収　　入

１款　　水道事業収益

款 項 目 金 額

1　水道事業収益 1,667,139 △ 330 1,666,809

1　営業収益 1,379,444 137 1,379,581

1　給水収益 1,288,550 272 1,288,822 1 水 道 料 金 272

3　他会計負担金 45,158 △ 135 45,023 1 他会計負担金 △ 135

2　営業外収益 287,693 △ 467 287,226

2　他会計補助金 148,367 △ 467 147,900 1 他会計補助金 △ 467

　

　支　　出
１款　　水道事業費用

款 項 目 金 額

1　水道事業費用 1,403,009 △ 944 1,402,065

1　営業費用 1,381,667 △ 1,029 1,380,638

4　業務費 110,703 △ 996 109,707 17 委 託 料 △ 996

区 分

科 目
補正前の額 補 正 額 計

節

科 目
補正前の額 補 正 額 計

節

区 分

- 224 -



水道料金

下水道使用料収納事務負担金

一般会計補助金

水道料金減額協力金

１－１－４　業務費

〔水道料金賦課等事業〕 △ 996

・水道料金等取扱業務委託事業 △ 220

委託料 〈特定財源〉

上下水道料金システム改修委託料 そ　△220千円　一般会計補助金

　　補正後3,507,000円－補正前3,727,000円

補正後3,507,000円－補正前3,727,000円

債務負担行為

　限度額

　　変更後　406,296千円　　

　　変更前　427,691千円

・口座振替データ伝送方式移行事業 △ 776

委託料 ★★★★★　政策的事業　★★★★★

総合収納システム改修業務委託料

〈特定財源〉

そ　△135千円　下水道使用料収納事務負担金

　　補正後255,000円－補正前390,000円

補正後1,476,000円－補正前2,252,000円

[単位：千円]

17

[単位：千円]

説  　　　　　　　　　　　　　　　　   明

説  　　　　　　　　　　　　　　　　   明

事　　　　　　　　　　業 備　　　　　　　　　　考

17
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　支　　出
１款　　水道事業費用

款 項 目 金 額

5　総係費 59,047 △ 33 59,014 17 委 託 料 △ 33

6　減価償却費 458,053 458,053 38 有形固定資産

減価償却費

2　営業外費用 20,041 85 20,126

2　消費税及び 72 85 157 58 消 費 税 及 び 85

　　地方消費税 地 方 消 費 税

科 目
補正前の額 補 正 額 計

節

区 分

- 226 -



１－１－５　総係費

〔企業会計管理事業〕 △ 33

・水道料金改定検討事業

委託料 ★★★★★　政策的事業　★★★★★

水道料金改定支援委託料

補正後6,094,000円－補正前6,127,000円

継続費 補正後 補正前

　令和5年度 6,094千円 6,127千円

令和6年度 2,134千円 2,156千円

〔企業会計管理事業〕

・減価償却費管理事業 （財源更正）

〈特定財源〉

そ　△247千円　一般会計補助金

　補正後143,813,000円－補正前144,060,000円

〔企業会計管理事業〕 85

・消費税等申告事業

消費税及び地方消費税

説  明

事 業 備 考

58

17

[単位：千円]
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令和６年議案第２２号　　

第１条　令和５年度江南市下水道事業会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

　の予定量を次のとおり補正する。

 　　 （４）  主要な建設改良事業 千円 千円

千円

     第１項 千円 千円

     第２項 千円 千円

千円

     第１項 千円 千円

     第２項 千円 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第４条　予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額248,660千円」

　を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額244,266千円」に、「当年度分消費税及び

　地方消費税資本的収支調整額9,073千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整

　額9,084千円」に、「当年度分損益勘定留保資金204,293千円」を「当年度分損益勘定留保資金

　199,888千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

営 業 費 用 1,092,756 千円 △ 3,038 1,089,718

営 業 外 費 用 132,030 千円

支 出　　

△ 1,681 130,349

第１款   下水道事業費用 1,226,320 千円 △ 4,719 千円 1,221,601

営 業 収 益 509,128 千円 △ 2,915 506,213

営 業 外 収 益 654,761 千円 △ 8,378 646,383

（補正予定額） （計）

収　　　　入　　

第１款   下水道事業収益 1,164,114 千円 △ 11,293 千円 1,152,821

令和５年度江南市下水道事業会計補正予算（第４号）

（総則）

（収益的収入及び支出の補正）

第３条　予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

　　（科　　　目） （既決予定額）

1,122,162 千円 △ 35,166 1,086,996

（業務の予定量の補正）

第２条　令和５年度江南市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務

（既決予定額） （補正予定額） （計）
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   第１款   資本的収入 千円 千円 千円

     第１項 千円 千円 千円

     第３項 千円 千円 千円

   第１款   資本的支出 千円 千円 千円

     第１項 千円 千円 千円

（企業債の補正）

第５条　予算第５条に定めた企業債の限度額を次のとおり補正する。

〔単位：千円〕

（他会計からの補助金の補正）

第６条　予算第９条中「105,158千円」を「99,633千円」に改める。

令和６年２月２２日提出

江南市長　　澤田　和延

計

補正前
に同じ

補正前
に同じ

補正前
に同じ

1,203,600 1,162,700

454,900

365,700 364,900

起債の目的

補 正 前

事業 (汚水 )

公共下水道
事業 (雨水 )

公共下水道

普通貸借

又は

証券発行

4.0％
以内

　借入れの日
から据置期間
を含めて40年
以内償還。た
だし、企業財
政の都合によ
り償還期限を
短縮し、又は
繰上償還もし
くは低利に借
換えすること
ができる。

495,000

補 正 後

限度額
起債の
方　法

利率 償還の方法 限度額
起債の
方　法

利率 償還の方法

建 設 改 良 費 1,400,173 △ 45,364 1,354,809

支　　　　出　　

2,082,295 △ 45,364 2,036,931

企 業 債 1,203,600 △ 40,900 1,162,700

　　（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収　　　　入　　

1,833,635 △ 40,970 1,792,665

負 担 金 28,318 △ 70 28,248

- 230 -



第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
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　令和５年度江南市下水道事業会計補正予算実施計画

 収　益　的　収　入　及　び　支　出
収　　　入

[単位：千円] 

補 正 前 の 額 補　正　額 計

1,164,114 △ 11,293 1,152,821

1 営 業 収 益 509,128 △ 2,915 506,213

2 他 会 計 負 担 金 62,690 △ 2,915 59,775

2 営業外収益 654,761 △ 8,378 646,383

1 他 会 計 負 担 金 218,802 △ 673 218,129

2 他 会 計 補 助 金 105,158 △ 5,525 99,633

5
消費税及び地方消費税
還 付 金

70,674 △ 2,180 68,494

支　　　出
[単位：千円] 

補 正 前 の 額 補　正　額 計

1,226,320 △ 4,719 1,221,601

1 営 業 費 用 1,092,756 △ 3,038 1,089,718

2 雨 水 施 設 費 82,805 △ 2,915 79,890

4 総 係 費 86,929 △ 123 86,806

6 減 価 償 却 費 579,291 579,291

2 営業外費用 132,030 △ 1,681 130,349

1
支 払 利 息及 び企 業債
取 扱 諸 費

132,030 △ 1,681 130,349

款 項 目

項

下水道
事業収益

1

1 下 水 道
事業費用

目款
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 資　本　的　収　入　及　び　支　出
収　　　入

[単位：千円] 

補 正 前 の 額 補　正　額 計

1,833,635 △ 40,970 1,792,665

1 企 業 債 1,203,600 △ 40,900 1,162,700

1 企 業 債 1,203,600 △ 40,900 1,162,700

3 負 担 金 28,318 △ 70 28,248

1 他 会 計 負 担 金 22,610 △ 70 22,540

支　　　出
[単位：千円] 

補 正 前 の 額 補　正　額 計

2,082,295 △ 45,364 2,036,931

1 建設改良費 1,400,173 △ 45,364 1,354,809

1 汚 水 管 き ょ 整 備 費 749,985 △ 44,494 705,491

2 雨 水 施 設 整 備 費 608,588 △ 870 607,718

1 資 本 的
支 出

款 項 目

款 項 目

1 資 本 的
収 入
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[単位：千円]
１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失） △ 141,552

減価償却費 579,291

引当金の増減額（△は減少） △ 10

長期前受金戻入額 △ 228,049

支払利息 130,349

未収金の増減額（△は増加） △ 58,217

未払金の増減額（△は減少） 2,503

小計 284,315

利息及び企業債取扱諸費の支払額 △ 130,349

業務活動によるキャッシュ・フロー 153,966

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

無形固定資産の取得による支出 △ 33,806

補助金等による収入 399,144

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 23,655

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 1,162,700

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 681,122

他会計からの出資による収入 197,128

財務活動によるキャッシュ・フロー 678,706

資金増加額（又は減少額） 809,017

資金期首残高 301,600

資金期末残高 1,110,617

令和５年度江南市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで)

△ 388,993
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第８条   予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。     
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 [単位：千円]

１ 　固　定　資　産

(1)有形固定資産

イ 構築物 19,393,171

減価償却累計額 △ 1,967,214 17,425,957

ロ 機械及び装置 234,854

  減価償却累計額 △ 44,349 190,505

ハ 車両運搬具 1,036

減価償却累計額 △ 952 84

ニ 工具器具及び備品 311

減価償却累計額 △ 283 28

ホ 建設仮勘定 1,804,324

有形固定資産合計 19,420,898

(2)無形固定資産

 施設利用権 1,704,708

無形固定資産合計 1,704,708

(3)投資その他資産

イ 出資金 563

投資その他資産合計 563

 固定資産合計 21,126,169

２ 　流　動　資　産

(1)現金預金 1,110,617

(2)未収金 　 149,786

貸倒引当金 △ 400 149,386

流動資産合計 1,260,003

資産合計 22,386,172

令 和 ５ 年 度 江 南 市 下 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(令和６年３月３１日)

資      産      の      部
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３ 　固　定　負　債

企業債

10,609,418

10,609,418

固定負債合計 10,609,418

４ 　流　動　負　債

(1)企業債

697,343

697,343

(2)未払金 1,133,205

(3)引当金

賞与引当金 6,976

引当金合計 6,976

(4)その他流動負債 414

流動負債合計 1,837,938

５ 　繰　延　収　益

長期前受金 8,351,389

長期前受金収益化累計額 △ 913,806

繰延収益合計 7,437,583

負債合計 19,884,939

６ 　資　本　金

イ 固有資本金 2,156,456

ロ 繰入資本金 592,224

資本金合計 2,748,680

７ 　剰　余　金

(1)利益剰余金（△は欠損金）

当年度未処分利益剰余金 △ 247,447

利益剰余金合計 △ 247,447

剰余金合計 △ 247,447

資本合計 2,501,233

負債資本合計 22,386,172

建設改良費等の財源に
充てるための企業債

企業債合計

資      本      の      部

負      債      の      部

建設改良費等の財源に
充てるための企業債

企業債合計
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　収　　入
１款　　下水道事業収益

款 項 目 金　　額

1　下水道事業収益 1,164,114 △ 11,293  1,152,821

1　営業収益 509,128 △ 2,915 506,213

2　他会計負担金 62,690 △ 2,915 59,775 1 他会計負担金 △ 2,915

2　営業外収益 654,761 △ 8,378 646,383

1　他会計負担金 218,802 △ 673 218,129 1 他会計負担金 △ 673

2　他会計補助金 105,158 △ 5,525 99,633 1 他会計補助金 △ 5,525

5　消費税及び 70,674 △ 2,180 68,494 1 消 費 税 及 び △ 2,180

    地方消費税 地 方 消 費 税

    還付金 還 付 金

令和５年度江南市下水道事業会計補正予算事項別明細書
収 益 的 収 入 及 び 支 出

科　　　　　　　　目
補正前の額 補　正　額 計

節

区　　　分
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雨水処理負担金

説  　　　　　　　　　　　　　　　　   明

[単位：千円]

一般会計負担金

消費税及び地方消費税還付金

一般会計補助金
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　支　　出
１款　　下水道事業費用

款 項 目 金　　額

1　下水道事業費用 1,226,320 △ 4,719  1,221,601

1　営業費用 1,092,756 △ 3,038 1,089,718

2　雨水施設費 82,805 △ 2,915 79,890 17 委 託 料 △ 2,915

4　総係費 86,929 △ 123 86,806 32 負 担 金 △ 123

6　減価償却費 579,291 579,291

2　営業外費用 132,030 △ 1,681 130,349

1　支払利息及び 132,030 △ 1,681 130,349 50 企 業 債 利 息 △ 1,681

0　企業債取扱諸費

補正前の額 補　正　額
節

計
区　　　分

科　　　　　　　　目
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１－１－２　雨水施設費

〔下水道台帳（雨水）整備事業〕 △ 2,915

・ 内水浸水想定区域図整備事業

委託料 〈特定財源〉

雨水管きょ現況調査委託料（社会資 そ　△2,915千円　雨水処理負担金

本整備総合交付金事業）    補正後44,085,000円－補正前47,000,000円

補正後74,085,000円－補正前77,000,000円

〔下水道使用料賦課徴収事業〕 △ 123

・ 下水道使用料事業

負担金 補正後24,962,000円－補正前25,085,000円

下水道使用料収納事務負担金

〔下水道経営事業〕

・ 企業会計経理事務 （財源更正）

〈特定財源〉

そ　△5,525千円　一般会計補助金

   補正後99,633,000円－補正前105,158,000円

〔下水道経営事業〕 △ 1,681

・ 企業債償還（利息）事業

企業債利息 〈特定財源〉

そ　△673千円　一般会計負担金

   補正後54,971,000円－補正前55,644,000円

補正後130,343,000円－補正前132,024,000円

★★★★★　政策的事業 （戦略プロジェクト） ★★★★★

32

50

17

備　　　　　　　　　　考

以下、政策的事業 （戦略プロジェクト）

事　　　　　　　　　　業

説  　　　　　　　　　　　　　　　　   明

[単位：千円]
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　収　　入
１款　　資本的収入

款 項 目 金　　額

1　資本的収入 1,833,635 △ 40,970  1,792,665

1　企業債 1,203,600 △ 40,900 1,162,700

1　企業債 1,203,600 △ 40,900 1,162,700 1 建設改良費の △ 40,900

為 の 企 業 債

3　負担金 28,318 △ 70 28,248

1　他会計負担金 22,610 △ 70 22,540 1 他 会 計 △ 70

負 担 金

区　　　分

節

資 本 的 収 入 及 び 支 出

科　　　　　　　　目
補正前の額 補　正　額 計
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公共下水道事業債（汚水） △ 40,100

公共下水道事業債（雨水） △ 800

一般会計負担金（雨水）

[単位：千円]

説  　　　　　　　　　　　　　　　　   明
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　支　　出
１款　　資本的支出

款 項 目 金　　額

1　資本的支出 2,082,295 △ 45,364  2,036,931

1　建設改良費 1,400,173 △ 45,364 1,354,809

1　汚水管きょ整備費 749,985 △ 44,494 705,491 17 委 託 料 △ 3,748

24 工 事 請 負 費 △ 17,353

27 材 料 費 △ 1,961

28 補 償 金 △ 21,432

節
計

科　　　　　　　　目
補正前の額 補　正　額

区　　　分
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１－１－１　汚水管きょ整備費

〔下水道事業計画策定等事業〕 △ 2,483

・ 下水道事業計画改定事業

委託料 補正後11,399,000円－補正前13,882,000円

基本計画変更等委託料

〔公共補償事業〕 △ 21,432

補償金 〈特定財源〉

地下埋設物等移転補償費（社会資本 △ 5,362 地　△20,300千円

整備総合交付金事業） 　　［単市事業］

地下埋設物等移転補償費（単市事 △ 16,070 　　　 補正後（39,754,000円－8,500,000円）×95％

業） 　　－補正前（61,186,000円－8,500,000円）×95％

地下埋設物等移転補償費

   補正後38,343,000円－補正前43,705,000円

地下埋設物等移転補償費

   補正後1,411,000円－補正前17,481,000円

〔実施設計測量委託事業〕 △ 1,265

委託料 〈特定財源〉

測量設計委託料（社会資本整備総合 地　△1,200千円

交付金事業） 　　［単市事業］

　　　 補正後（42,482,000円－18,100,000円）×95％

　　－補正前（43,747,000円－18,100,000円）×95％

補正後42,482,000円－補正前43,747,000円

★★★★★　政策的事業 （戦略プロジェクト） ★★★★★

以下、政策的事業 （戦略プロジェクト）

17

備　　　　　　　　　　考

説  　　　　　　　　　　　　　　　　   明

事　　　　　　　　　　業

[単位：千円]

28

17
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　支　　出

１款　　資本的支出

款 項 目 金　　額

2　雨水施設整備費 608,588 △ 870 607,718 24 工 事 請 負 費 △ 870

区　　　分

科　　　　　　　　目
補正前の額 補　正　額 計

節
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１－１－１　汚水管きょ整備費

〔管きょ布設事業〕 △ 19,314

工事請負費 △ 17,353 〈特定財源〉

枝線管きょ布設工事費（社会資本整 △ 14,729 地　△18,600千円

備総合交付金事業） 　　［単市事業］

幹線管きょ布設工事費（社会資本整 △ 13,512 　　　 補正後（566,546,000円－296,200,000円）×95％

備総合交付金事業） 　　－補正前（586,145,000円－296,200,000円）×95％

舗装復旧工事費（社会資本整備総合 986

交付金事業） 枝線管きょ布設工事費

枝線管きょ布設工事費（都市構造再 △ 1,348    補正後180,554,000円－補正前195,283,000円

編集中支援事業） 幹線管きょ布設工事費

枝線管きょ布設工事費（単市事業） △ 5,577    補正後285,010,000円－補正前298,522,000円

取付管設置工事費（単市事業） 16,827 舗装復旧工事費

材料費 △ 1,961    補正後33,891,000円－補正前32,905,000円

工事用資材（社会資本整備総合交付 枝線管きょ布設工事費

金事業）    補正後4,289,000円－補正前5,637,000円

枝線管きょ布設工事費

   補正後2,607,000円－補正前8,184,000円

取付管設置工事費

   補正後57,195,000円－補正前40,368,000円

工事用資材

   補正後3,285,000円－補正前5,246,000円

〔雨水貯留施設整備事業〕 △ 870

工事請負費 〈特定財源〉

雨水貯留施設設置工事に伴うプール 地　△800千円

解体工事費（社会資本整備総合交付 　　［社会資本整備総合交付金事業（下水道事業）］

金事業） 　　　 補正後（598,821,000円－242,100,000円）×100％

　　－補正前（599,691,000円－242,100,000円）×100％

そ　0△70千円　一般会計負担金（雨水）

   補正後718,000円－補正前788,000円

補正後21,471,000円－補正前22,341,000円

事　　　　　　　　　　業

説  　　　　　　　　　　　　　　　　   明

[単位：千円]

27

備　　　　　　　　　　考

24

24
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令和６年議案第２３号  

令和６年度江南市一般会計予算 

令和６年度江南市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 31,808,013 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

（継続費） 

第２条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 212 条第１項の規定による継続費の

経費の総額及び年割額は、「第２表 継続費」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第 230 条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第 235 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は､

2,000,000 千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第 220 条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費

（報酬に係る期末手当、勤勉手当及び共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生

じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。 

令和６年２月２２日提出 

江南市長  澤田 和延 
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令和６年議案第２４号  

令和６年度江南市国民健康保険特別会計予算 

 令和６年度江南市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8,753,255千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の３第２項の規定による一時

借入金の借入れの最高額は、200,000 千円と定める。 

令和６年２月２２日提出 

江南市長  澤田 和延 
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令和６年議案第２５号  

令和６年度尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業特別会計予算 

 令和６年度江南市の尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業特別会計の予

算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 101,681千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

令和６年２月２２日提出 

江南市長  澤田 和延 
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令和６年議案第２６号  

令和６年度江南市介護保険特別会計予算 

 令和６年度江南市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8,790,088千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の３第２項の規定による一時

借入金の借入れの最高額は、200,000 千円と定める。 

令和６年２月２２日提出 

江南市長  澤田 和延 

- 251 -



令和６年議案第２７号  

令和６年度江南市後期高齢者医療特別会計予算 

 令和６年度江南市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,925,774千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

令和６年２月２２日提出 

江南市長  澤田 和延 
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令和６年議案第２８号　

   （総則）           第１項

第１条   令和６年度江南市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。           第２項

   （業務の予定量）           第３項

第２条   業務の予定量は、次のとおりとする。           第４項

（１） 給水人口 93,300 人           第５項

（２） 年間給水量 9,300,000 立方メートル

（３） 一日平均給水量 25,479 立方メートル

（４） 主要な建設改良事業 658,600 千円           第１項

   （収益的収入及び支出）           第２項

第３条   収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。           第３項

 第１款   水 道 事 業 収 益 1,649,578 千円

第１項 1,507,964 千円

第２項 141,612 千円

第３項 2 千円

 第１款   水 道 事 業 費 用 1,391,665 千円

第１項 1,370,380 千円

第２項 19,964 千円

第３項 321 千円

第４項 1,000 千円

   （資本的収入及び支出）

令和６年度江南市水道事業会計予算

収　　　　入　　

営 業 収 益

営 業 外 費 用

特 別 損 失

支出額に対し不足する額 685,101千円は、過年度分損益勘定留保資金 509,958

千円、減債積立金6,000千円、建設改良積立金106,000千円、当年度分消費税及び

営 業 外 収 益

特 別 利 益

支　　　　出　　

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的

 地方消費税資本的収支調整額 63,143千円で補てんするものとする。）。

営 業 費 用

予 備 費
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 第１款   資　本　的　収　入 千円

第１項 千円

第２項 千円

第３項 千円

第４項 千円

第５項 千円

 第１款   資　本　的　支　出 千円

第１項 千円

第２項 千円

第３項 千円

   （予定支出の各項の経費の金額の流用）

第６条   予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 予定支出の各項の経費及び各項間の経費

   （議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条   次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、

 又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければなら

 ない。

 職  員  給  与  費 千円

収　　　　入　　

支　　　　出　　

予 備 費

補 助 金 62,868

342,901

150,000

1,028,002

固 定 資 産 売 却 代 金

107,100

2,000

基 幹 管 路 更 新 事 業

普通貸借

又は

証券発行

4.0％以内

借入れの日から据置期間
を含めて40年以内償還。た
だし、企業財政の都合によ
り償還期限を短縮し、又は
繰上償還もしくは低利に借
換えすることができる。

150,000

109,244

85,000

第５条   起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

[単位：千円]

起債の方法起 債 の 目 的 利 率 償 還 の 方 法限 度 額

   （企業債）

918,902

10

企 業 債

負 担 金

分 担 金

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

45,023

- 254 -



   （たな卸資産購入限度額）

第８条   たな卸資産の購入限度額は、10,384千円と定める。

 令和６年２月２２日提出

江南市長　　　　澤田　和延  
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令和６年議案第２９号

   （総則）           第１項

第１条   令和６年度江南市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。           第２項

   （業務の予定量）           第３項

第２条   業務の予定量は、次のとおりとする。           第４項

（１） 排水戸数 14,700 戸           第５項

（２） 年間排水量 3,310,000 立方メートル

（３） 一日平均排水量 9,068 立方メートル

（４） 主要な建設改良事業 1,237,843 千円           第１項

   （収益的収入及び支出）           第２項

第３条   収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。           第３項

 第１款   下 水 道 事 業 収 益 1,054,691 千円

第１項 476,869 千円

第２項 577,821 千円

第３項 1 千円

 第１款   下 水 道 事 業 費 用 1,213,216 千円

第１項 1,076,813 千円

第２項 135,353 千円

第３項 50 千円

第４項 1,000 千円

   （資本的収入及び支出）

令和６年度江南市下水道事業会計予算

特 別 利 益

第４条   資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支

特 別 損 失

収　　　　入　　

 度分損益勘定留保資金97,853千円で補てんするものとする。）。

 出額に対し不足する額 174,282千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調

 整額70,674千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,755千円、当年

営 業 収 益

営 業 外 収 益

予 備 費

支　　　　出　　

営 業 費 用

営 業 外 費 用

- 256 -



 第１款   資　本　的　収　入 千円

第１項 千円

第２項 千円

第３項 千円

第４項 千円

第５項 千円

 第１款   資　本　的　支　出 千円

第１項 千円

第２項 千円

第３項 千円

   （継続費）

第５条   継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

　借入れの日から
据置期間を含め
て40年以内償還。
ただし、企業財政
の都合により償還
期限を短縮し、又
は繰上償還もしく
は低利に借換え
することができる。

企 業 債 償 還 金 697,343

予 備 費 1,000

2,473,709

補 助 金 415,910

支　　　　出　　

建 設 改 良 費 1,775,366

出 資 金 292,102

負 担 金 37,921

分 担 金 1,294

収　　　　入　　

2,299,427

企 業 債 1,552,200

 １ 建　　 設
 改 良 費

 １ 資 本 的
 支　　 出 令和７年度

令和７年度 13,519

令和６年度 249,498

479,972

雨 水 貯 留 施 設
整 備 事 業

47,894

729,470

　１ 営  業
 費  用

 １ 下 水 道
 事業費用

内 水 浸 水
想 定 区 域 図
整 備 事 業

款 項 事　業　名 総　額 年　度

[単位：千円]

令和６年度 34,375

年割額

   （企業債）

第６条   起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

[単位：千円]

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

公 共 下 水 道 事 業 （ 汚 水 ） 784,100

普通貸借

又は

証券発行

4.0％
以内

計 1,552,200

公 共 下 水 道 事 業 （ 雨 水 ） 365,100

流 域 下 水 道 事 業 81,200

資 本 費 平 準 化 債 321,800
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   （一時借入金）

第７条   一時借入金の限度額は、700,000千円と定める。 

   （予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条   予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 予定支出の各項の経費及び各項間の経費

   （議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条   次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、

 又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければなら

 ない。

 職  員  給  与  費 93,009 千円

   （他会計からの補助金）

 令和６年２月２２日提出

江南市長　　　　澤田　和延  

第10条   下水道事業安定のため、江南市一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、

 18,500千円である。

- 258 -


	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	補正予算書（�
	【議運】01一般8号0131
	01【補正予算】　条文（一般）0131
	1_0131
	継続費、債務負担、地方債補正（一般）0130
	2_0131
	3_0131
	4_0131

	【議運】01一般9号0131
	01【補正予算】　条文（一般）0131
	1_0131
	継続費、債務負担、地方債補正（一般）0130-2
	2_0131
	3_0131
	4_0131-2

	【議運】02国保4号0131
	02【補正予算】　条文（国保）
	1_0130
	2_0130
	3_0131
	4_0130

	【議運】03区画3号（会派から修正なし）
	08【補正予算】　条文（布袋）
	1
	2
	3+4 0123
	3+4
	3



	【議運】04水道5号（会派から修正なし）
	空白ページ

	【議運】05下水道4号（財務諸表追加）（会派から修正なし）
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	【会派】
	01【補正予算】　条文（一般）0131
	1_0131
	継続費、債務負担、地方債補正（一般）0130-2
	2_0131
	3_0131
	4_0131-2


	補正予算書（�
	【議運】01一般8号0131
	01【補正予算】　条文（一般）0131
	1_0131
	継続費、債務負担、地方債補正（一般）0130
	2_0131
	3_0131
	4_0131

	【議運】01一般9号0131
	01【補正予算】　条文（一般）0131
	1_0131
	継続費、債務負担、地方債補正（一般）0130-2
	2_0131
	3_0131
	4_0131-2

	【議運】02国保4号0131
	02【補正予算】　条文（国保）
	1_0130
	2_0130
	3_0131
	4_0130

	【議運】03区画3号（会派から修正なし）
	08【補正予算】　条文（布袋）
	1
	2
	3+4 0123
	3+4
	3



	【議運】04水道5号（会派から修正なし）
	空白ページ

	【議運】05下水道4号（財務諸表追加）（会派から修正なし）
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	【会派】
	01【補正予算】　条文（一般）0131
	1_0131
	継続費、債務負担、地方債補正（一般）0130-2
	2_0131
	3_0131
	4_0131-2


	空白ページ
	【番号入り、頁数なし】
	01-1条文（一般会計）R6_0130
	条文 _R6当初予算書（特別会計・公営事業会計）0131




